




記 

原子炉設置変更許可申請書の別紙１（原子力科学研究所の原子炉設置変更許可の

経緯）を別紙１のとおり一部補正する。 

原子炉設置変更許可申請書の本文の変更に係る別紙２（変更の内容）のうち別添２

（別冊10）を別紙２のとおり一部補正する。 

原子炉設置変更許可申請書の本文の変更に係る別紙３（試験研究用等原子炉施設の

工事計画）を別紙３のとおり一部補正する。 

原子炉設置変更許可申請書の添付書類三を別紙４のとおり一部補正する。 

原子炉設置変更許可申請書の添付書類五を別紙５のとおり一部補正する。 

原子炉設置変更許可申請書の添付書類六を別紙６のとおり一部補正する。 

原子炉設置変更許可申請書の添付書類八を別紙７のとおり一部補正する。 

原子炉設置変更許可申請書の添付書類十一として別紙８のとおり追加する。 





別紙１ 

原子力科学研究所の原子炉 

設置変更許可の経緯 



 

 

原子力科学研究所の原子炉設置変更許可の経緯 

 

原子力科学研究所の放射性廃棄物の廃棄施設 

許 可 年 月 日 許 可 番 号 備      考 

昭和43年 9月18日 － 原子炉設置に関する書類届出 

昭和48年 1月 9日 48原   第162号 
処理前廃液貯槽、蒸発濃縮処理装置等

の変更 

昭和49年 1月22日 49原   第537号 
処理前廃液貯槽、圧縮処理装置等の変

更 

昭和52年 6月 7日 52安(原規)第181号 第１及び第２処理棟の設置等 

昭和53年 3月28日 53安(原規)第108号 廃棄施設の増設（北部） 

昭和55年 5月15日 55安(原規)第 87号 使用済燃料等貯蔵施設の撤去 

昭和55年12月26日 55安(原規)第274号 廃液貯槽の撤去 

昭和58年 1月14日 57安(原規)第267号 焼却処理装置の撤去等 

昭和60年 4月 8日 60安(原規)第 37号 第２保管廃棄施設（低レベル用）の設置 

平成元年 3月 2日 元安(原規)第 27号 
第２保管廃棄施設（低・中レベル用）の

設置 

平成 4年 5月15日  4安(原規)第 96号 第３廃棄物処理棟及び内装設備の設置 

平成 7年11月29日  7安(原規)第353号 解体分別保管棟の設置等 

平成11年 3月30日 11安(原規)第 52号 減容処理棟の設置 

平成21年 3月11日 20諸文科科第2058号 固体廃棄物の処理方法の追加 

平成30年10月17日 原規規発第1810173号 新規制基準への適合等のための変更 

令和 2年 4月22日 － 
保安のための業務に係る品質管理に必

要な体制の整備に関する書類届出 

 
  



放射線管理施設 

許 可 年 月 日 許 可 番 号 備 考 

昭和43年 9月18日 － 原子炉設置に関する書類届出 

昭和50年 3月 6日 50原 第1838号 モニタリングポスト装置の変更

令和 2年 4月22日 － 
保安のための業務に係る品質管理に必

要な体制の整備に関する書類届出 

ＪＲＲ－１原子炉施設 

許 可 年 月 日 許 可 番 号 備 考 

昭和43年 9月18日 － 原子炉設置に関する書類届出 

昭和44年10月20日 － 解体届出（44原研05第16号） 

昭和45年 9月16日 － 
解体届出の変更の届出 

（45原研05第24号） 

平成15年 7月31日 － 廃止届出（15原研20第15号） 



 

 

ＪＲＲ－２原子炉施設 

許 可 年 月 日 許 可 番 号 備      考 

昭和43年 9月18日 － 原子炉設置に関する書類届出 

昭和44年 1月30日 44原   第 417号 
燃料要素中の235Ｕの増量、過剰反応度の

追加 

昭和45年 8月 5日 45原   第4966号 ＥＦＴＬ－２及びＬＮＴＮの撤去 

昭和45年12月10日 45原   第7861号 ＳＩＬの設置 

昭和46年 7月17日 46原   第5105号 新燃料及び使用済燃料貯蔵能力の変更 

昭和46年 8月19日 46原   第5862号 ＳＩＬ最高使用圧力の変更 

昭和47年 1月20日 47原   第9841号 
燃料体濃縮度、１次系ポンプ、フィルタ

の変更 

昭和47年 3月 2日 47原   第2114号 ＥＢＰ型燃料要素の追加（実験用） 

昭和48年 5月29日 48原   第5577号 ＨＷＬ－１の撤去 

昭和48年11月14日 48原   第10541号 上部遮蔽体の改造、円筒B型燃料の追加 

昭和50年 6月24日 50原   第5895号 41Ａｒ減衰ダクトの設置 

昭和51年 8月24日 51安(原規)第 78号 使用済燃料の処分の方法の変更 

昭和51年12月14日 51安(原規)第199号 燃料貯蔵庫の移設等 

昭和57年 7月28日 56安(原規)第101号 燃料の最高燃焼度を40％に変更等 

昭和58年 7月22日 58安(原規)第131号 
試験用燃料要素（ＭＥＵ及びＬＥＵ）の

追加 

昭和61年12月 5日 61安(原規)第193号 中濃縮度燃料要素の追加 

昭和63年 8月31日 63安(原規)第373号 
ＪＲＲ－４使用済燃料の貯蔵に係る記

載の変更 

平成 2年 6月18日  2安(原規)第353号 
ＪＲＲ－２の熱中性子柱を利用して悪性

しゅよう等の医療照射の追加 

平成 3年 6月21日  3安(原規)第343号 
使用済燃料の貯蔵及び処分の方法に係

る記載の変更 

平成 9年 5月 9日 － 解体届出（9原研05第78号） 

平成18年11月 6日 18諸文科科第940号 廃止措置計画の認可 

平成24年 9月10日 24文科科第409号 廃止措置計画変更の認可 



 

 

令和 2年 4月22日 － 
保安のための業務に係る品質管理に必

要な体制の整備に関する書類届出 

 

ＪＲＲ－３原子炉施設 

許 可 年 月 日 許 可 番 号 備      考 

昭和43年 9月18日 － 原子炉設置に関する書類届出 

昭和44年 3月 4日 44原   第1204号 
脳しゅよう患者治療のため使用目的の変

更 

昭和45年10月 8日 45原   第6774号 
燃料を金属ウランから二酸化ウランに変

更 

昭和46年10月 4日 46原   第7142号 使用済燃料貯蔵能力の変更 

昭和47年 3月29日 47原   第2726号 ヘリウム圧縮機の増設 

昭和47年 6月22日 47原   第6520号 核的制限値の変更 

昭和48年 5月29日 48原   第5577号 ＦＧＲＬの撤去 

昭和51年 8月24日 51安(原規)第 78号 
使用済燃料の貯蔵能力、処分の方法等の

変更 

昭和55年 5月15日 55安(原規)第 87号 使用済燃料貯蔵施設の設置（北地区） 

昭和55年12月26日 55安(原規)第274号 ＬＴＦＬの撤去 

昭和58年 7月22日 58安(原規)第131号 燃料管理施設の設置等 

昭和59年12月19日 59安(原規)第229号 原子炉施設の改造 

平成 3年 6月21日  3安(原規)第343号 
使用済燃料の貯蔵及び処分の方法に係

る記載の変更 

平成10年 1月 7日  9安(原規)第241号 シリサイド燃料等への変更 

平成21年 3月11日 20諸文科科第2058号 使用済燃料の処分の方法の変更 

平成30年11月 7日 原規規発第1811076号 新規制基準への適合等のための変更 

令和 2年 4月22日 － 
保安のための業務に係る品質管理に必

要な体制の整備に関する書類届出 

 



ＪＲＲ－４原子炉施設 

許 可 年 月 日 許 可 番 号 備 考 

昭和43年 9月18日 － 原子炉設置に関する書類届出 

昭和47年 1月25日 47原 第9840号 燃料体濃縮度の変更 

昭和49年 5月 8日 49原 第4308号 熱出力の増加 

昭和51年 8月24日 51安(原規)第 78号 使用済燃料の処分の方法の変更 

昭和63年 8月31日 63安(原規)第373号 
ＪＲＲ－４使用済燃料の貯蔵に係る記

載の変更 

平成 3年 6月21日  3安(原規)第343号 
使用済燃料の貯蔵及び処分の方法に係

る記載の変更 

平成 8年 9月19日  8安(原規)第384号 
低濃縮燃料要素の使用及び原子炉施設

の整備 

平成21年 3月11日 20諸文科科第2058号 使用済燃料の処分の方法の変更 

平成29年 6月 7日 原規規発第1706077号 廃止措置計画の認可 

平成30年12月25日 原規規発第1812253号 廃止措置計画変更の認可 

令和 2年 4月22日 － 
保安のための業務に係る品質管理に必

要な体制の整備に関する書類届出 



ＦＣＡ（高速炉臨界実験装置）施設 

許 可 年 月 日 許 可 番 号 備 考 

昭和43年 9月18日 － 原子炉設置に関する書類届出 

昭和44年 2月27日 44原 第1120号 Ｐｕ燃料の使用に伴う変更 

昭和45年 6月30日 45原 第4109号 燃料体の仕様変更等 

昭和46年 8月19日 46原 第5863号 Ｕ濃縮度の変更 

昭和48年10月12日 48原 第9743号 炉心構造の変更 

昭和51年 8月24日 51安(原規)第 78号 使用済燃料の処分の方法の変更 

昭和55年 7月 4日 55安(原規)第 38号 非常用電源の更新 

昭和58年 7月22日 58安(原規)第131号 300kV パルス中性子発生装置の撤去 

平成元年 3月 2日 元安(原規)第 27号 燃料貯蔵施設の貯蔵能力の変更 

平成 7年11月29日  7安(原規)第353号 模擬物質の種類の追加（含窒素化合物） 

平成27年 7月28日 原規規発第1507285号 使用済燃料の処分の方法の変更 

令和 2年 4月22日 － 
保安のための業務に係る品質管理に必

要な体制の整備に関する書類届出 



ＴＣＡ（軽水臨界実験装置）施設 

許 可 年 月 日 許 可 番 号 備 考 

昭和43年 9月18日 － 原子炉設置に関する書類届出 

昭和43年12月26日 43原  第6393号 炉心構成の変更 

昭和44年11月27日 44原  第6144号 炉心構成の変更 

昭和46年 5月28日 46原  第4173号 炉心構成の変更 

昭和51年 8月24日 51安(原規)第 78号 使用済燃料の処分の方法の変更 

昭和63年 3月 4日 63安(原規)第 35号 燃料要素等の更新 

平成 7年 4月28日  7安(原規)第 81号 使用の目的の変更 

令和 2年 4月22日 － 
保安のための業務に係る品質管理に必

要な体制の整備に関する書類届出 



 

 

ＶＨＴＲＣ（高温ガス炉臨界実験装置）施設 

許 可 年 月 日 許 可 番 号 備      考 

昭和43年 9月18日 － 原子炉設置に関する書類届出 

昭和51年 8月24日 51安(原規)第 78号 使用済燃料の処分の方法の変更 

昭和51年12月14日 51安(原規)第199号 燃料貯蔵庫の移設等 

昭和52年 8月26日 52安(原規)第254号 実験用挿入物等の変更 

昭和55年 8月15日 55安(原規)第186号 熱的制限値の変更 

昭和58年 1月14日 57安(原規)第267号 炉心部の改造 

平成12年 3月17日 － 解体届出（12原研05第30号） 

平成18年 9月 4日 18諸文科科第1488号 使用済燃料の処分の方法の変更 

平成18年11月 6日 18諸文科科第939号 廃止措置計画の認可 

平成21年 5月27日 21諸文科科第6437号 廃止措置計画の変更の認可 

平成22年 6月30日 21受文科科第5894号 廃止措置終了の確認 

 
ＪＰＤＲ原子炉施設 

許 可 年 月 日 許 可 番 号 備      考 

昭和43年 9月18日 － 原子炉設置に関する書類届出 

昭和44年 9月25日 44原   第5128号 ＪＰＤＲ－Ⅱへの改造 

昭和44年12月22日 44原   第6145号 燃料濃縮度の変更 

昭和45年 4月27日 45原   第1702号 安全弁、給水ポンプ等の容量の変更 

昭和45年 9月11日 45原   第4490号 使用済燃料貯蔵施設の増設 

昭和45年11月26日 45原   第7025号 燃料最高温度の変更 

昭和47年 9月11日 47原   第7904号 自動逃し弁の設置 

昭和49年10月 1日 49原   第7806号 液体廃棄物処理設備の増設 

昭和57年12月 9日 － 解体届出（57原研05第50号） 

平成14年10月17日 － 廃止届出（14原研05第148号） 



 

 

ＮＳＲＲ原子炉施設 

許 可 年 月 日 許 可 番 号 備      考 

昭和48年 3月27日 48原  第2939号 新設 

昭和49年 2月20日 49原  第 538号 非常用電源設備の変更 

昭和49年 8月21日 49原  第7805号 気体廃棄物の廃棄設備の変更 

昭和51年 2月24日 51安  第1378号 Ｎａ実験棟の追加 

昭和51年11月 9日 51安(原規)第 161号 カプセルの仕様追加 

昭和55年 1月17日 54安(原規)第 172号 照射物管理棟の設置 

昭和55年11月18日 55安(原規)第 231号 未照射ＰｕＯ２－ＵＯ２追加 

昭和62年 5月27日 62安(原規)第 115号 熱出力及び原子炉施設の変更 

平成元年11月10日 元安(原規)第 598号 
未照射アルミナイド燃料及び未照射シ

リサイド燃料の追加 

平成 6年10月 3日  6安(原規)第 235号 

照射済プルトニウム－ウラン混合酸化

物燃料及び未照射ウラン水素化ジルコ

ニウム燃料の追加 

平成15年 5月12日 14諸文科科第3396号 
高圧水カプセルの構造変更、流動水カプ

セルの廃止、燃料貯蔵能力の変更等 

平成21年 3月11日 20諸文科科第2058号 使用の目的の変更 

平成30年 1月31日 原規規発第18013111号 新規制基準への適合等のための変更 

令和 2年 4月22日 － 
保安のための業務に係る品質管理に必

要な体制の整備に関する書類届出 
 



 

 

ＳＴＡＣＹ（定常臨界実験装置）施設 

許 可 年 月 日 許 可 番 号 備      考 

昭和63年10月 7日 63安(原規)第409号 新設 

平成 7年11月29日  7安(原規)第353号 
燃料材の種類、粉末燃料貯蔵設備の貯

蔵能力等の変更 

平成11年 3月30日 11安(原規)第 52号 
燃料材の劣化ウラン量、粉末燃料貯蔵

設備の貯蔵能力等の変更 

平成20年 2月14日 19諸文科科第3150号 ウラン酸化物燃料貯蔵設備の設置 

平成21年 3月11日 20諸文科科第2058号 
ＶＨＴＲＣ施設から引き渡された使用

済ウラン黒鉛混合燃料貯蔵設備の設置 

平成30年 1月31日 原規規発第18013110号 

炉型の変更（熱中性子炉用臨界実験装

置）、新規制基準への適合等のための変

更 

令和 2年 4月22日 － 
保安のための業務に係る品質管理に必

要な体制の整備に関する書類届出 

 
ＴＲＡＣＹ（過渡臨界実験装置）施設 

許 可 年 月 日 許 可 番 号 備      考 

昭和63年10月 7日 63安(原規)第409号 新設 

平成 7年11月29日  7安(原規)第353号 
溶液燃料貯蔵設備（ＳＴＡＣＹ施設と

共用）の貯蔵能力の変更 

平成11年 3月30日 11安(原規)第 52号 
溶液燃料貯蔵設備（ＳＴＡＣＹ施設と

共用）の貯蔵能力の変更 

平成20年 2月14日 19諸文科科第3150号 
ウラン酸化物燃料貯蔵設備（ＳＴＡＣ

Ｙ施設と共用）の設置 

平成29年 6月 7日 原規規発第1706076号 廃止措置計画の認可 

令和 2年 4月22日 － 
保安のための業務に係る品質管理に必

要な体制の整備に関する書類届出 

 
 





―１― 

 

別紙２ 

 

 

 

 

 

 

 

別冊１０ 

 

 

 

別冊１０のうち、本文に関する記載を次表のとおり変更する。 

なお、二重下線部は申請時からの変更箇所を示す。 

 



 

変更前 変更後 変更理由 
 

－2－ 

 

 

５．試験研究用等原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備 

 

ＳＴＡＣＹ施設 

 

（用語の定義） 

(1)「溶液系ＳＴＡＣＹ」とは、ウラン・プルトニウム燃料タンク型の臨界

実験装置（平成21年３月11日付け20諸文科科第2058号以前に許可を受けた

もの）をいう。 

(2)「溶液系ＳＴＡＣＹ施設」とは、溶液系ＳＴＡＣＹで使用した燃料等の

貯蔵等を行う施設から成る原子炉施設をいう。 

 

 

ロ 試験研究用等原子炉施設の一般構造 

原子炉施設は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「原子炉等規制法」

という。）、「試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則」、「試験研究の用に供す

る原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（平成25年12月６日 原子力規制委員会規則

第21号）（以下「許可基準規則」という。）等の国内の法令、規格、基準等の要求を満足する構造と

する。 

これらの法令、規格、基準等で規定されていないものについては、必要に応じて国外の規格に準拠す

る。 

（１）耐震構造 

ＳＴＡＣＹ施設は、「許可基準規則」及び「試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及

び設備の基準に関する規則の解釈」（平成25年11月27日 原規研発第1311271号 原子力規制委員

会決定。以下「許可基準規則解釈」という。）の基本的考え方を参考にして、以下の事項を満

足するように設計する。 

(ⅰ) ～ (ⅲ) （省略） 

 

（２）～（３） （省略） 

 

ハ 原子炉本体の構造及び設備 

（省略） 

（１）試験研究用等原子炉の炉心 

（省略） 

(ⅰ) 構造 

（省略） 

(ⅱ) 燃料体（棒状燃料）の最大挿入量 

 

 

 

 

 

a. ウラン棒状燃料 

 濃縮ウラン（２３５Ｕ濃縮度10wt％以下） 

b. 中性子毒物添加棒状燃料 

 

５．試験研究用等原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備 

 

ＳＴＡＣＹ施設 

 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 試験研究用等原子炉施設の一般構造 

原子炉施設は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「原子炉等規制法」

という。）、「試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則」、「試験研究の用に供す

る原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（平成25年原子力規制委員会規則第21号）

（以下「許可基準規則」という。）等の国内の法令、規格、基準等の要求を満足する構造とする。 

 

これらの法令、規格、基準等で規定されていないものについては、必要に応じて国外の規格に準拠す

る。 

（１）耐震構造 

ＳＴＡＣＹ施設は、「許可基準規則」及び「試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及

び設備の基準に関する規則の解釈」（平成30年１月24日 原規技発第1801246号 原子力規制委員

会決定。以下「許可基準規則解釈」という。）の基本的考え方を参考にして、以下の事項を満

足するように設計する。 

(ⅰ) ～ (ⅲ) （変更なし） 

 

（２）～（３）（変更なし） 

 

ハ 原子炉本体の構造及び設備 

（変更なし） 

（１）試験研究用等原子炉の炉心 

（変更なし） 

(ⅰ) 構造 

（変更なし） 

(ⅱ) 燃料体（棒状燃料）の最高燃焼度及び最大挿入量 

a. 最高燃焼度 

最大積算出力については、１運転当たり0.1kW・ｈ、週間0.3kW・ｈ、年間３kW・ｈであり、

核分裂生成物の蓄積量、反応度変化及び崩壊熱が僅少であるため、燃焼度について特定の制

限を設けない。 

b. 最大挿入量 

(a) ウラン棒状燃料 

  濃縮ウラン（２３５Ｕ濃縮度10wt％以下） 

(b) 中性子毒物添加棒状燃料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

許可基準規則解釈の改正

に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験研究の用に供する原

子炉等の設置、運転等に

関する規則の改正に伴う

記載箇所の変更 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 



変更前 変更後 変更理由
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濃縮ウラン（２３５Ｕ濃縮度10wt％以下。中性子毒物を含む。） 

ウラン棒状燃料及び中性子毒物添加棒状燃料は、単一種類又は複数種類のものを組み合わ

せて使用する。このとき、炉心の平均２３５Ｕ濃縮度は10wt％以下とする。 

 炉心に装荷する棒状燃料（実験用装荷物の燃料試料挿入管を含む。）は、総ウラン重量720kg

Ｕ以下、かつ、総挿入本数900本を超えないこと。また、炉心に装荷する中性子毒物添加量

（燃料試料挿入管を含む。）は、炉心に装荷する総ウラン重量（燃料試料挿入管を含む。）

の１／100を超えないこと。このとき、炉心の特性が第３表及び第４表に示す炉心特性範囲

内であること。 

(ⅲ) ～ (ⅳ) （省略） 

（２）燃料体

(ⅰ) ～ (ⅳ) （省略）

(ⅴ) 最高燃焼度

最大積算出力については、１運転当たり0.1kW・ｈ、週間0.3kW・ｈ、年間３kW・ｈであり、核分

裂生成物の蓄積量、反応度変化及び崩壊熱が僅少であるため、燃焼度について特定の制限を設けな

い。 

（３）～（６）（省略） 

ニ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及び設備

（１）核燃料物質貯蔵設備の構造及び貯蔵能力

核燃料物質貯蔵設備は、次の設備から構成し、実験棟Ａの燃取室、溶液貯蔵室、炉室（Ｓ）、

Ｐｕ保管室及びＵ保管室内に設置する。主要材料はステンレス鋼とし、安全に貯蔵できる構造と

する。ただし、ウラン酸化物燃料貯蔵設備及び使用済ウラン黒鉛混合燃料貯蔵設備については、

主要材料は鋼材とする。 

 これら核燃料物質貯蔵設備は、貯蔵能力として１炉心分以上の燃料体を貯蔵できるように設計す

る。また、温度変化、化学的変化等を考慮しても溶液系ＳＴＡＣＹで使用した溶液燃料の健全性

を損なうおそれがない設計とするとともに、幾何学的な安全配置、中性子吸収材その他の適切な

手段により、想定されるいかなる場合でも臨界に達するおそれがないように設計する。加えて、

放射線防護のための適切な遮蔽を有する設計とする。 

(ⅰ) ～ (ⅵ)  （省略） 

ホ ～ ヌ （省略）

ＴＲＡＣＹ施設 （省略）

  濃縮ウラン（２３５Ｕ濃縮度10wt％以下。中性子毒物を含む。） 

ウラン棒状燃料及び中性子毒物添加棒状燃料は、単一種類又は複数種類のものを組み合

わせて使用する。このとき、炉心の平均２３５Ｕ濃縮度は10wt％以下とする。 

 炉心に装荷する棒状燃料（実験用装荷物の燃料試料挿入管を含む。）は、総ウラン重量

720kgＵ以下、かつ、総挿入本数900本を超えないこと。また、炉心に装荷する中性子毒物

添加量（燃料試料挿入管を含む。）は、炉心に装荷する総ウラン重量（燃料試料挿入管を

含む。）の１／100を超えないこと。このとき、炉心の特性が第３表及び第４表に示す炉

心特性範囲内であること。 

(ⅲ) ～ (ⅳ) （変更なし） 

（２）燃料体

(ⅰ) ～ (ⅳ)  （変更なし） 

（削る） 

（３）～（６） （変更なし） 

ニ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及び設備

（１）核燃料物質貯蔵設備の構造及び貯蔵能力

核燃料物質貯蔵設備は、次の設備から構成し、実験棟Ａの燃取室、溶液貯蔵室、炉室（Ｓ）、

Ｐｕ保管室及びＵ保管室内に設置する。主要材料はステンレス鋼とし、安全に貯蔵できる構造と

する。ただし、ウラン酸化物燃料貯蔵設備、使用済ウラン黒鉛混合燃料貯蔵設備及び使用済棒状

燃料貯蔵設備については、主要材料は鋼材とする。 

 これら核燃料物質貯蔵設備は、貯蔵能力として１炉心分以上の燃料体を貯蔵できるように設計す

る。また、温度変化、化学的変化等を考慮しても溶液系ＳＴＡＣＹで使用した溶液燃料の健全性

を損なうおそれがない設計とするとともに、幾何学的な安全配置、中性子吸収材その他の適切な

手段により、想定されるいかなる場合でも臨界に達するおそれがないように設計する。加えて、

放射線防護のための適切な遮蔽を有する設計とする。 

(ⅰ) ～ (ⅵ)  （変更なし） 

(ⅶ) 使用済棒状燃料貯蔵設備  一 式 

使用済棒状燃料貯蔵設備は、ＴＣＡ施設から引き渡された使用済棒状燃料の貯蔵を行う。 

a. 貯蔵能力 酸化ウラン燃料（低濃縮、天然）

ウラン（２３５Ｕ濃縮度約0.7～3.2wt％） 2092 kgＵ

ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料

プルトニウム（プルトニウム富化度約1.2～4.7wt％）   １ kgPu 

ウラン（２３５Ｕ濃縮度約0.7wt％）  37 kgＵ 

酸化トリウム燃料 

トリウム 40 kgTh 

ホ ～ ヌ （変更なし）

ＴＲＡＣＹ施設 （変更なし）

試験研究の用に供する原

子炉等の設置、運転等に

関する規則の改正に伴う

記載箇所の変更 

新設の使用済棒状燃料貯

蔵設備の記載の追加 

新設の使用済棒状燃料貯

蔵設備の記載の追加 



変更前 変更後 変更理由
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申請書添付参考図表目録 

（省略） 

第１表 （省略） 

第２表 溶液系ＳＴＡＣＹ施設の主要設備・機器 

施 設 区 分 設備・機器名 

Ｓ

Ｔ

Ａ

Ｃ

Ｙ

施

設

溶

液

系

Ｓ

Ｔ

Ａ

Ｃ

Ｙ

施

設

核燃料物質の 

取扱施設及び 

貯蔵施設 

溶液燃料貯蔵設備 

ウラン酸化物燃料貯蔵設備

粉末燃料貯蔵設備 

使用済ウラン黒鉛混合燃料貯蔵設備 

放射性廃棄物

の廃棄施設 

気体廃棄物廃棄施

設 

槽ベント設備Ｂ 

槽ベント設備Ｄ 

気体廃棄物処理設備 

液体廃棄物廃棄設

備 

中レベル廃液貯槽 

低レベル廃液貯槽 

有機廃液貯槽（Ｂ） 

固体廃棄物廃棄設

備 
封缶装置 

放射線管理 

施設 

放射線監視設備のうち燃取室の機器 

（炉室（Ｓ）、炉下室（Ｓ）以外の機器） 

その他原子炉

の附属施設 

グローブボックス 

燃取補助設備 

プロセス冷却設備 

真空設備 

アルファ化学実験設備

ホット分析機器試験設備

第３表 ～ 第４表 （省略） 

申請書添付参考図表目録 

（変更なし） 

第１表 （変更なし） 

第２表 溶液系ＳＴＡＣＹ施設の主要設備・機器 

施 設 区 分 設備・機器名 

Ｓ

Ｔ

Ａ

Ｃ

Ｙ

施

設

溶

液

系

Ｓ

Ｔ

Ａ

Ｃ

Ｙ

施

設

核燃料物質の 

取扱施設及び 

貯蔵施設 

溶液燃料貯蔵設備 

ウラン酸化物燃料貯蔵設備

粉末燃料貯蔵設備 

使用済ウラン黒鉛混合燃料貯蔵設備 

使用済棒状燃料貯蔵設備 

放射性廃棄物

の廃棄施設 

気体廃棄物廃棄施

設 

槽ベント設備Ｂ 

槽ベント設備Ｄ 

気体廃棄物処理設備 

液体廃棄物廃棄設

備 

中レベル廃液貯槽 

低レベル廃液貯槽 

有機廃液貯槽（Ｂ） 

固体廃棄物廃棄設

備 
封缶装置 

放射線管理 

施設 

放射線監視設備のうち燃取室の機器 

（炉室（Ｓ）、炉下室（Ｓ）以外の機器） 

その他原子炉

の附属施設 

グローブボックス 

燃取補助設備 

プロセス冷却設備 

真空設備 

アルファ化学実験設備

ホット分析機器試験設備

第３表 ～ 第４表 （変更なし） 

新設の使用済棒状燃料貯

蔵設備の記載の追加 



変更前 変更後 変更理由
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第１図 原子炉施設の位置図 

第２図 ～ 第25図 （省略） 

第１図 原子炉施設の位置図 

第２図 ～ 第25図 （変更なし） 

敷地の一部を原電へ貸与

することに伴う変更 

注）雲線枠は、変更箇所を

示すものであり、変更内容

に含まない。 





別紙３ 

令和（年度） 

項 目 

２ ３ 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｃ
Ｙ
施
設

使用済棒状燃料

貯蔵設備 

製作、検査 
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別紙４ 

 

添付書類三 変更の工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類 

 

 ＳＴＡＣＹ施設 

本変更に係る工事に要する資金の額及び調達計画は、次のとおりである。 

 

１．変更の工事に要する資金の額 

            （単位：百万円） 

項 目 総 額 

使用済棒状燃料貯蔵設備 62 

総  計 62 

 

年度別支出計画（上記工事費に対する支出計画） 

            （単位：百万円） 

年 度 令和２年度 令和３年度 総 額 

年 度 別 工 事 費 10 52 62 

 

２．変更の工事に要する資金の調達計画 

本工事に要する資金は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の運営費交

付金、同機構が契約する受託研究等の経費をもって充当する計画である。 
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別紙５ 

 

 

添付書類五 変更に係る試験研究用等原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に

関する説明書 

 

１．設計及び工事のための組織 

 1.1. 原子力科学研究所 

原子力科学研究所の関係組織を第 5.1 図及び第 5.2 図に示す。 

原子力科学研究所の原子炉施設については、原子力科学研究所原子炉施設保安規

定（以下「保安規定」という。）に基づき、研究炉加速器技術部がＪＲＲ－３、ＪＲ

Ｒ－４及びＮＳＲＲの、バックエンド技術部が放射性廃棄物処理場及びＪＲＲ－２

の、臨界ホット試験技術部がＳＴＡＣＹ、ＴＲＡＣＹ、ＴＣＡ及びＦＣＡの、工務技

術部が各原子炉等の受変電設備、非常用電源設備、気体廃棄設備、液体廃棄設備及び

空気圧縮設備（ただし、ＪＲＲ－４、ＳＴＡＣＹ及びＴＲＡＣＹ並びに放射性廃棄物

処理場の一部の設備を除く。）の、放射線管理部が各原子炉等に係る放射線管理施設

の、保安管理部が各原子炉等に係る通信連絡設備のうち共用設備の管理を担当してお

り、それらに係る設計及び工事についても各担当部において実施する。また、原子炉

施設に関する保安活動、品質マネジメント活動等の統括に関する業務は、保安管理部

が担当する。 

理事長の下には中央安全審査・品質保証委員会を設置し、設計及び工事の根拠とな

る原子炉の設置許可並びにその変更に関する事項の審議を行う。また、原子力科学研

究所長（以下「所長」という。）の下には原子炉施設等安全審査委員会を、各担当部

の部長の下には部内の品質保証審査機関をそれぞれ設置し、それらにより設計及び工

事に関する事項の審議を行う。 

 

２．設計及び工事に係る技術者の確保 

 2.1. 原子力科学研究所 

(1) 技術者の数 

令和２年４月１日現在における原子力科学研究所の関係組織の技術者の数は298

名であり、このうちには、20 年以上の経験年数を有する管理職者が 92 名、10 年以

上の原子炉等の運転年数を有する技術者が 148 名在籍している。 

(2) 有資格者数 

令和２年４月１日現在における原子力科学研究所の技術者のうち原子炉主任技

術者の有資格者は 15 名、第 1 種放射線取扱主任者の有資格者は 91 名、核燃料取

扱主任者の有資格者は 29 名、技術士（原子力・放射線部門）の有資格者は 10 名で

あり、今後とも各種資格取得を奨励する。有資格者数を第 5.1 表に示す。 
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３．設計及び工事の経験 

 3.1. 原子力科学研究所 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は、旧日本原子力研究所と旧核燃料サ

イクル開発機構が長年にわたって蓄積してきた原子炉施設等の建設経験及び多くの

運転・保守経験を有している。 

原子力科学研究所は、旧日本原子力研究所東海研究所発足以来、ＪＲＲ－１、ＪＲ

Ｒ－２、ＪＲＲ－３、ＪＲＲ－４、ＦＣＡ、ＴＣＡ、ＶＨＴＲＣ、ＪＰＤＲ、ＮＳＲ

Ｒ、ＳＴＡＣＹ、ＴＲＡＣＹ等の原子炉施設の設計及び工事の経験と 60 年以上の運

転経験を有している。 

 

４．設計及び工事に係る品質マネジメント活動 

 4.1. 原子力科学研究所 

(1) 品質マネジメント活動の確立と実施 

原子力科学研究所では、原子炉施設の安全性及び信頼性の確保を最優先事項と

位置付け、「本文九 試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理

に必要な体制の整備に関する事項」に整合するように策定した保安規定の品質マネ

ジメント計画及び「原子力科学研究所原子炉施設及び核燃料物質使用施設等品質

マネジメント計画書」（以下「品質マネジメント計画書」という。）に基づき、原子

炉施設の安全に係る品質マネジメントシステム（安全文化を育成及び維持するため

の活動を含む。）を確立し、文書化し、実施し、維持するとともに、その有効性に

ついて評価し、継続的に改善する。 

(2) 品質マネジメント体制及び役割分担 

原子力科学研究所では、第 5.1 図及び第 5.2 図に示す関係組織に従い、理事長

をトップマネジメントとした品質マネジメント体制の下、以下のように品質マネジ

メント活動を実施する。 

理事長は、原子炉施設の設計及び工事等に係る品質マネジメント活動のトップマ

ネジメントとして、品質マネジメント計画書に基づき責任及び権限を明確にして体

系的な活動を実施する。また、原子炉施設の設計及び工事に係る品質マネジメント

活動を総理し、内部監査を実施するとともに、品質マネジメントシステムの有効性

と改善の必要性を評価するマネジメントレビューを実施して品質マネジメント活動

を継続的に改善する。 

管理責任者は、原子炉施設の設計及び工事に係る品質マネジメント活動の品質マ

ネジメントシステムに必要なプロセスの確立、実施及び維持を確実にする。また、

その実施状況及び改善の必要性について理事長へ報告するとともに、業務に従事す

る要員に対して安全文化を育成及び維持すること、関係法令を遵守すること及び原

子力の安全を確保することの認識を高めることを確実にする。 

中央安全審査・品質保証委員会は、設計及び工事の根拠となる原子炉の設置許可

並びにその変更に関する事項並びに品質マネジメント活動の基本事項を審議する。 
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所長は、原子力科学研究所における原子炉施設の設計及び工事に係る品質マネジ

メント活動を統括する。

原子炉施設等安全審査委員会は、原子炉施設の安全性等に関する事項を審議す

る。 

品質保証推進委員会は、品質マネジメント活動に関する事項を審議する。 

部長及び課長は、プロセス責任者として、それぞれ所掌する業務に関してプロセ

スの確立、実施及び有効性の継続的改善を行う。また、業務に従事する要員の原子

炉施設に対する要求事項についての認識を深めさせるとともに、成果を含む実施状

況について評価する。さらに原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、健全

な安全文化を育成し、維持する取組を促進するとともに、関係法令を遵守する。 

部長は、担当する部における品質マネジメント活動の責任と権限を有し、部内に

品質保証審査機関を設け、品質マネジメント活動を確実に実施するための要領を定

め、品質目標を設定し、品質マネジメント活動を実施するとともに、その継続的改

善を行う。 

原子炉等規制法に基づき事業者が行う使用前事業者検査及び定期事業者検査は、

中立性及び信頼性が損なわれないよう検査する要員の独立性を確保するため、検査

プロセスを管理する責任者の下に検査体制を整備し、適切な段階で実施する。 

５．運転及び保守のための組織 

5.1. 原子力科学研究所 

原子力科学研究所の関係組織を第 5.1 図及び第 5.2 図に示す。 

原子力科学研究所の原子炉施設については、保安規定に基づき、研究炉加速器技術

部がＪＲＲ－３、ＪＲＲ－４及びＮＳＲＲの、バックエンド技術部が放射性廃棄物処

理場及びＪＲＲ－２の、臨界ホット試験技術部がＳＴＡＣＹ、ＴＲＡＣＹ、ＴＣＡ及

びＦＣＡの、工務技術部が各原子炉等の受変電設備、非常用電源設備、気体廃棄設

備、液体廃棄設備及び空気圧縮設備（ただし、ＪＲＲ－４、ＳＴＡＣＹ及びＴＲＡＣ

Ｙ並びに放射性廃棄物処理場の一部の設備を除く。）の、放射線管理部が各原子炉等

に係る放射線管理施設の、保安管理部が各原子炉等に係る通信連絡設備のうち共用

設備の管理を担当しており、それらに係る運転及び保守（ただし、通信連絡設備のう

ち共用設備については保守のみとする。）についても各担当部において実施する。ま

た、原子炉施設に関する保安活動、品質マネジメント活動等の統括に関する業務は、

保安管理部が担当する。 

理事長の下には中央安全審査・品質保証委員会を設置し、原子炉の設置許可及びそ

の変更に関する事項の審議を行う。また、所長の下には原子炉施設等安全審査委員会

を、各担当部の部長の下には部内の品質保証審査機関をそれぞれ設置し、それらによ

り運転及び保守に関する事項の審議を行う。 
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６．運転及び保守に係る技術者の確保 

6.1. 原子力科学研究所 

「２．設計及び工事に係る技術者の確保」の「2.1. 原子力科学研究所」の記載に

同じ。 

７．運転及び保守の経験 

7.1. 原子力科学研究所 

「３．設計及び工事の経験」の「3.1. 原子力科学研究所」に示したとおり、十分

な経験を有している。 

８．運転及び保守に係る品質マネジメント活動 

8.1. 原子力科学研究所 

(1) 品質マネジメント活動の確立と実施

原子力科学研究所は、原子炉施設の運転から解体までの全期間にわたり、原子

炉施設の安全性及び信頼性の確保を最優先事項と位置付け、品質マネジメント計

画書に基づき、原子炉施設の安全に係る品質マネジメントシステムを確立し、文

書化し、実施し、維持するとともに、その有効性について評価し、継続的に改善

する。 

(2) 品質マネジメント体制及び役割分担

原子力科学研究所は、第 5.1 図及び第 5.2 図に示す関係組織に従い、理事長を

トップマネジメントとした品質マネジメント体制の下、以下のように品質マネジ

メント活動を実施する。

理事長は、原子炉施設の運転及び保守に係る品質マネジメント活動のトップマ

ネジメントとして、品質マネジメント計画書に基づき責任及び権限を明確にして

体系的な活動を実施する。また、原子炉施設の運転及び保守に係る品質マネジメ

ント活動を総理し、内部監査を実施するとともに、品質マネジメントシステムの

有効性と改善の必要性を評価するマネジメントレビューを実施して品質マネジメ

ント活動を継続的に改善する。

管理責任者は、原子炉施設の運転及び保守に係る品質マネジメント活動の品質

マネジメントシステムに必要なプロセスの確立、実施及び維持を確実にする。また、

その実施状況及び改善の必要性について理事長へ報告するとともに、業務に従事

する要員に対して安全文化を育成及び維持すること、原子炉施設の安全確保に対

する認識を高めることを確実にする。 

中央安全審査・品質保証委員会は、原子炉の設置許可及びその変更に関する事

項並びに品質マネジメント活動の基本事項を審議する。 

所長は、原子力科学研究所における原子炉施設の運転及び保守に係る品質マネ

ジメント活動を統括する。 
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原子炉施設等安全審査委員会は、原子炉施設の安全性等に関する事項を審議す

る。 

品質保証推進委員会は、品質マネジメント活動に関する事項を審議する。 

部長は、担当する部における品質マネジメント活動の責任と権限を有し、部内

に品質保証審査機関を設け、品質マネジメント活動を確実に実施するための要領

を定め、品質目標を設定し、品質マネジメント活動を実施するとともに、その継

続的改善を行う。 

原子炉等規制法に基づき事業者が行う使用前事業者検査及び定期事業者検査は、

中立性及び信頼性が損なわれないよう検査する要員の独立性を確保するため、検

査プロセスを管理する責任者の下に検査体制を整備し、適切な段階で実施する。 

 

９．技術者に対する教育・訓練 

 9.1. 原子力科学研究所 

原子力科学研究所では、保安規定に基づき、関係法令及び保安規定の遵守に関する

事項、原子炉施設の構造、性能及び運転に関する事項、放射線管理に関する事項、核

燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物の取扱いに関する事項、非常の場合に

講ずべき処置に関する事項等の保安教育を行う。新たに業務に従事する者には従事前

に、既に従事している者には毎年、保安教育を実施する。また、目的に応じた教育・

訓練を、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力人材育成センター（以下

「原子力人材育成センター」という。）において実施し、技術者の知識・技能の維持・

向上に努めている。原子力人材育成センターにおいて教育訓練を修了した者は、第

5.2 表のとおりである。 

 

10．有資格者等の選任・配置 

 10.1. 原子力科学研究所 

原子力科学研究所では、法令等に基づき、各原子炉施設に原子炉主任技術者又は廃

止措置施設保安主務者を配置している。また、原子炉主任技術者又は廃止措置施設保

安主務者が不在時においても職務に支障がないように、原子炉主任技術者については

原子炉主任技術者の免状を有する技術者から、廃止措置施設保安主務者については

保安規定に定める資格を有する技術者から、それぞれ代行者を１名配置している。 
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第 5.1 表 原子力科学研究所における有資格者数 

（令和 2 年 4 月１日現在） 

組織名 

資格名 
原子力科学研究所* 

原子炉主任技術者 15 

第１種 

放射線取扱主任者 
91 

核燃料取扱主任者 29 

技術士 

(原子力・放射線部門) 
10 

＊ 原子力科学研究所の有資格者数は、原子力科学研究所の関

係組織の技術者が保有する資格の合計である。 

 

 

第 5.2 表 原子力科学研究所における研修派遣者数 

（令和 2 年 4 月１日現在） 

組織名 

研修名 
原子力科学研究所* 

原子炉研修一般課程 8 

原子力・放射線入門講座 66 

放射線基礎課程 107 

原子炉工学特別講座 21 

核燃料取扱主任者受験講座 42 

合   計 244 

＊ 原子力科学研究所の研修派遣者数は、原子力科学研究所の

関係組織の技術者が修了した研修の合計である。 
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第5.1図 原子力科学研究所原子炉施設関係組織図（平成30年4月１日現在） 
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第5.2図 原子力科学研究所原子炉施設関係組織図（令和2年4月１日現在） 
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別紙６ 

 

添付書類六 変更に係る試験研究用等原子炉施設の場所に関する気象、地盤、水理、地

震、社会環境等の状況に関する説明書 

 

平成 30 年 11 月 7 日付け原規規発第 1811076 号をもって設置変更許可を受けた原子

力科学研究所の原子炉設置変更許可申請書の添付書類六の記述のうち、下記内容の一

部を変更する。 

 

記 

 

（共通編） 

「１．敷 地」の記載を次表６－１のとおり変更する。なお、二重下線部は申請時

からの変更箇所を示す。 

 

（別冊１０） 

「１．敷 地」の記載を次表６－２のとおり変更する。 
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変更前 変更後 変更理由 

   

１．敷 地 

1.1 敷地の概況 

原子炉施設の設置場所は、茨城県那珂郡東海村の原子力科学研究所＊１の構内にある。

東海村は関東平野の北部に位置し、東京から約 120km、水戸から約 15km の所にあって、

阿武隈山脈の東南端に近く、また、西方約 40km には、八溝山脈が南北に走っており、東

は鹿島灘に面している。 

原子力科学研究所＊２の敷地面積は約 210 万㎡であり、東西の幅は最大約 1.1km、南北

約 2.8km の長方形を成している。 

敷地内における主要な原子炉施設は、敷地中央部を南北に走る幹線道路に沿って、ＪＲ

Ｒ－２、ＪＲＲ－３、ＪＲＲ－４及びＶＨＴＲＣの各施設があり、海岸寄りの道路に沿っ

て、ＳＴＡＣＹ及びＴＲＡＣＹ、ＦＣＡ、ＴＣＡ、並びにＮＳＲＲの各施設と放射性廃棄

物処理施設があり、また、敷地の北部に放射性廃棄物廃棄施設の第２保管廃棄施設及びＪ

ＲＲ－３の使用済燃料貯蔵施設（北地区）がある。 

 

敷地の北側には東京大学大学院工学系研究科原子力専攻原子炉施設、日本原子力発電株

式会社の東海発電所及び東海第２発電所があり、敷地の南方には核燃料サイクル工学研究

所＊３がある。 

原子力科学研究所＊２の敷地を第 1.1-1 図に、周辺監視区域を第 1.1-2 図に示す。 

なお、北側の周辺監視区域の一部には、原子力科学研究所＊２の敷地境界外側の区域も

含まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊１ 平成１７年１０月１日 「日本原子力研究所東海研究所」から名称を変更 
＊２ 平成１７年１０月１日 「東海研究所」から名称を変更 

 （以下、本添付書類において同じ） 
＊３ 平成１７年１０月１日 「核燃料サイクル開発機構の東海事業所」から名称を変更 

 

１．敷 地 

1.1 敷地の概況 

原子炉施設の設置場所は、茨城県那珂郡東海村の原子力科学研究所＊１の構内にある。

東海村は関東平野の北部に位置し、東京から約 120km、水戸から約 15km の所にあって、

阿武隈高地の東南端に近く、また、西方約 40km には、八溝山地が南北に走っており、東

は鹿島灘に面している。 

原子力科学研究所＊２の敷地面積は約 200 万㎡であり、東西の幅は最大約 1.1km、南北

約 2.8km の長方形を成している。 

敷地内における主要な原子炉施設は、敷地中央部を南北に走る幹線道路に沿って、ＪＲ

Ｒ－２、ＪＲＲ－３及びＪＲＲ－４の各施設があり、海岸寄りの道路に沿って、ＳＴＡＣ

Ｙ及びＴＲＡＣＹ、ＦＣＡ、ＴＣＡ並びにＮＳＲＲの各施設と放射性廃棄物処理施設があ

り、また、敷地の北部に放射性廃棄物廃棄施設の第２保管廃棄施設及びＪＲＲ－３の使用

済燃料貯蔵施設（北地区）がある。なお、敷地内の主な石油関連施設としては、第２ボイ

ラー等がある。 

敷地の北側には東京大学大学院工学系研究科原子力専攻原子炉施設、日本原子力発電株

式会社の東海発電所及び東海第二発電所があり、敷地の南方には核燃料サイクル工学研究

所＊３がある。 

原子力科学研究所＊２の敷地を第 1.1-1 図に、周辺監視区域を第 1.1-2 図に示す。 

なお、北側の周辺監視区域の一部には、原子力科学研究所＊２の敷地境界外側の区域も

含まれる。 

本変更（令和元年１２月２５日付け令０１原機（安）００８をもって申請）に係る日本

原子力発電株式会社へ貸与するＮＳＲＲの北西約 400ｍから北側の東西約 230m、南北約

450m の長方形の敷地については、引き続き東海第二発電所の周辺監視区域として居住の

禁止等の措置が講じられるため、一般公衆は居住しない。このため、平常運転時における

周辺監視区域外に居住する人（一般公衆）に対する実効線量の評価点及び事故時における

敷地境界外に居住する人（一般公衆）に対する実効線量の評価点に変更はなく、いずれの

評価結果にも影響はない。 

 
＊１ 平成１７年１０月１日 「日本原子力研究所東海研究所」から名称を変更 
＊２ 平成１７年１０月１日 「東海研究所」から名称を変更 

 （以下、本添付書類において同じ） 
＊３ 平成１７年１０月１日 「核燃料サイクル開発機構の東海事業所」から名称を変更 

 

  

 

 

 

 

名称記載の適正化 

 

敷地の一部を原電へ貸与するこ

とに伴う変更 

 

施設編との記載の整合を図るた

め 

 

施設編との記載の整合を図るた

め 

 

名称記載の適正化 

 

 

 

 

敷地の一部を原電へ貸与するこ

とに伴う一般公衆に対する実効

線量評価への影響について明確

化するため 

 

表６－１ 
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変更前 変更後 変更理由 

 

第 1.1-1 図 敷地境界 

 

第 1.1-1 図 敷地境界 

 

 

 

 

 

 

敷地の一部を原電へ貸与するこ

とに伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）雲線枠は、変更箇所を示す

ものであり、変更内容に含まな

い。 
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変更前 変更後 変更理由 

 

第 1.1-2 図 周辺監視区域 
 

第 1.1-2 図 周辺監視区域 

 

 

 

 

 

 

敷地の一部を原電へ貸与するこ

とに伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）雲線枠は、変更箇所を示す

ものであり、変更内容に含まな

い。 
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変更前 変更後 変更理由 

１．敷 地 

1.1 敷地の概況 

原子炉施設の設置場所は、茨城県那珂郡東海村の原子力科学研究所の構内にある。東海

村は関東平野の北部に位置し、東京から約 120km、水戸から約 15km の所にあって、阿

武隈高地の東南端に近く、また、西方約 40km には、八溝山地が南北に走っており、東は

鹿島灘に面している。 

原子力科学研究所の敷地面積は約 210 万㎡であり、東西の幅は最大約 1.1km、南北約

2.8km の長方形を成している。 

敷地内における主要な原子炉施設は、敷地中央部を南北に走る幹線道路に沿って、ＪＲ

Ｒ－２、ＪＲＲ－３及びＪＲＲ－４の各施設があり、海岸寄りの道路に沿って、ＳＴＡＣ

Ｙ及びＴＲＡＣＹ、ＦＣＡ、ＴＣＡ並びにＮＳＲＲの各施設と放射性廃棄物処理施設があ

り、また、敷地の北部に放射性廃棄物廃棄施設の第２保管廃棄施設及びＪＲＲ－３の使用

済燃料貯蔵施設（北地区）がある。なお、敷地内の主な石油関連施設としては、第２ボイ

ラー等がある。 

敷地の北側には東京大学大学院工学系研究科原子力専攻原子炉施設、日本原子力発電株

式会社の東海発電所及び東海第二発電所があり、敷地の南方には核燃料サイクル工学研究

所がある。 

原子力科学研究所の敷地を第 1.1-1 図に、周辺監視区域を第 1.1-2 図に示す。 

なお、北側の周辺監視区域の一部には、原子力科学研究所の敷地境界外側の区域も含ま

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．敷 地 

1.1 敷地の概況 

原子炉施設の設置場所は、茨城県那珂郡東海村の原子力科学研究所の構内にある。東海

村は関東平野の北部に位置し、東京から約 120km、水戸から約 15km の所にあって、阿

武隈高地の東南端に近く、また、西方約 40km には、八溝山地が南北に走っており、東は

鹿島灘に面している。 

原子力科学研究所の敷地面積は約 200 万㎡であり、東西の幅は最大約 1.1km、南北約

2.8km の長方形を成している。 

敷地内における主要な原子炉施設は、敷地中央部を南北に走る幹線道路に沿って、ＪＲ

Ｒ－２、ＪＲＲ－３及びＪＲＲ－４の各施設があり、海岸寄りの道路に沿って、ＳＴＡＣ

Ｙ及びＴＲＡＣＹ、ＦＣＡ、ＴＣＡ並びにＮＳＲＲの各施設と放射性廃棄物処理施設があ

り、また、敷地の北部に放射性廃棄物廃棄施設の第２保管廃棄施設及びＪＲＲ－３の使用

済燃料貯蔵施設（北地区）がある。なお、敷地内の主な石油関連施設としては、第２ボイ

ラー等がある。 

敷地の北側には東京大学大学院工学系研究科原子力専攻原子炉施設、日本原子力発電株

式会社の東海発電所及び東海第二発電所があり、敷地の南方には核燃料サイクル工学研究

所がある。 

原子力科学研究所の敷地を第 1.1-1 図に、周辺監視区域を第 1.1-2 図に示す。 

なお、北側の周辺監視区域の一部には、原子力科学研究所の敷地境界外側の区域も含ま

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

敷地の一部を原電へ貸与するこ

とに伴う変更 

 

表６－２ 
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変更前 変更後 変更理由 

 

第 1.1-1 図 原子力科学研究所の敷地 

 

第 1.1-1 図 原子力科学研究所の敷地 

 

 

 

 

 

 

敷地の一部を原電へ貸与するこ

とに伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）雲線枠は、変更箇所を示す

ものであり、変更内容に含まな

い。 
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変更前 変更後 変更理由 

 

第 1.1-2 図 周辺監視区域 
 

第 1.1-2 図 周辺監視区域 

 

 

 

 

 

 

敷地の一部を原電へ貸与するこ

とに伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）雲線枠は、変更箇所を示す

ものであり、変更内容に含まな

い。 
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別紙７ 

添付書類八 変更後における試験研究用等原子炉施設の安全設計に関する説明書 

平成 30 年 11 月 7 日付け原規規発第 1811076 号をもって設置変更許可を受けた原子

力科学研究所の原子炉設置変更許可申請書の添付書類八の記述のうち、下記内容の一

部を変更する。 

記 

（共通編） 

「添付図面」のうち、「第 8-6-1 図 モニタリングポスト設置場所」を次表８－１のと

おり変更する。 

（別冊１０） 

記載を次表８－２のとおり変更する。なお、二重下線部は申請時からの変更箇所を

示す。 



変更前 変更後 変更理由

8-2

第 8-6-1図 モニタリングポスト設置場所 第 8-6-1図 モニタリングポスト設置場所 

敷地の一部を原電へ貸与

することに伴う変更 

注）雲線枠は、変更箇所

を示すものであり、変更

内容に含まない。 

表８－１



変更前 変更後 変更理由
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添 付 書 類 八 

変更後における試験研究用等原子炉施設の安全設計に関する説明書 

ＳＴＡＣＹ施設及びＴＲＡＣＹ施設 

目   次 

1. 安全設計

Ⅰ．ＳＴＡＣＹ施設の安全設計

1.1 安全設計の方針 

1.1.1 基本的設計方針 

1.1.2 原子炉施設の設計及び製作に関する基本方針 

1.1.3 実験用装荷物の基本方針 

1.1.4 遮蔽設計の基本方針 

1.1.5 核設計の基本方針 

1.1.6 計測制御系統施設設計の基本方針 

1.1.7 火災防護に関する基本方針 

1.1.8 内部溢水に関する基本方針 

1.1.9 物理的分離に関する基本方針 

1.1.10 環境に関する基本方針 

1.1.11 強度設計の基本方針 

1.1.12 品質保証の基本方針 

1.1.13 耐津波に関する基本方針 

1.1.14 火山防護に関する基本方針 

1.1.15 外部火災防護に関する基本方針 

1.2 安全機能の重要度分類 

1.2.1 安全上の機能別重要度分類 

1.2.2 分類の適用の原則 

1.3 耐震設計方針 

1.3.1 基本方針 

1.3.2 耐震設計上の重要度分類 

1.3.3 地震力の算定法 

1.3.4 荷重の組合せと許容限界 

1.3.5 その他 

1.4 臨界安全設計方針 

1.4.1 概要 

1.4.2 単一ユニットの臨界管理 

1.4.3 複数ユニットの臨界管理 

1.4.4 単一故障等の考慮 

1.5 参考文献 

1.6 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成25

年12月18日施行）への適合 

Ⅱ．ＴＲＡＣＹ施設の安全設計 

（省略） 

添 付 書 類 八 

変更後における試験研究用等原子炉施設の安全設計に関する説明書 

ＳＴＡＣＹ施設及びＴＲＡＣＹ施設 

目   次 

1. 安全設計

Ⅰ．ＳＴＡＣＹ施設の安全設計

1.1 安全設計の方針 

1.1.1 基本的設計方針 

1.1.2 原子炉施設の設計及び製作に関する基本方針 

1.1.3 実験用装荷物の基本方針 

1.1.4 遮蔽設計の基本方針 

1.1.5 核設計の基本方針 

1.1.6 計測制御系統施設設計の基本方針 

1.1.7 火災防護に関する基本方針 

1.1.8 内部溢水に関する基本方針 

1.1.9 物理的分離に関する基本方針 

1.1.10 環境に関する基本方針 

1.1.11 強度設計の基本方針 

（削る） 

1.1.12 耐津波に関する基本方針 

1.1.13 火山防護に関する基本方針 

1.1.14 外部火災防護に関する基本方針 

1.2 安全機能の重要度分類 

1.2.1 安全上の機能別重要度分類 

1.2.2 分類の適用の原則 

1.3 耐震設計方針 

1.3.1 基本方針 

1.3.2 耐震設計上の重要度分類 

1.3.3 地震力の算定法 

1.3.4 荷重の組合せと許容限界 

1.3.5 その他 

1.4 臨界安全設計方針 

1.4.1 概要 

1.4.2 単一ユニットの臨界管理 

1.4.3 複数ユニットの臨界管理 

1.4.4 単一故障等の考慮 

1.5 参考文献 

1.6 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則への適合 

Ⅱ．ＴＲＡＣＹ施設の安全設計 

（変更なし） 

試験研究の用に供する原

子炉等の設置、運転等に

関する規則の改正に伴う

記載の削除及び番号繰り

上げ 

記載の適正化 

表８－２



変更前 変更後 変更理由
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１．安全設計 

Ⅰ．ＳＴＡＣＹ施設の安全設計 

（省略） 

1.1  安全設計の方針 

1.1.1 ～ 1.1.11  （省略） 

1.1.12 品質保証の基本方針 

原子炉施設の機器及び装置の安全性並びに信頼性の向上のために、設計、製作、据付け等

は「試験研究の用に供する原子炉等に係る試験研究用等原子炉設置者の設計及び工事に係る

品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則」に基づき、各段階にお

いて、次の方針で適切な品質保証活動を実施する。 

(1) 品質保証活動に参画する申請者の組織、業務分担及び責任を明確にし、確実に品質保証

活動を遂行する。 

(2) 原子炉施設の設計者及び製作者（外部委託）の分担する品質保証活動が、正しく遂行さ

れることを確認するため、これに対する原子炉施設の設計者及び製作者の体制、要領及び

能力を事前に確認するとともに、実施状況についても、必要に応じて立会検査等により確

認する。 

(3) 原子炉施設の設計者又は製作者（外部委託）が調達する外注品についても、上記と同様

の確認を行うものとする。 

(4) 仕様決定、設計、製作、据付け、試験及び検査の各段階では、これらに適用される法令、

基準及び規格の要求並びに原子炉施設の機能と安全に係る基本的設計を満足することを

資料検討、立会検査等により確認の上承認する。 

(5) 立会検査若しくは承認を必要とする項目については、事前に原子炉施設の設計者ないし

製作者と協議決定し、確実に実施されることを確認する。 

(6) 文書、図面、仕様書、図書、資料、品質管理記録等については、処理手順及び管理方法

を明確にし、確実に保管する。 

1.1.13 耐津波に関する基本方針 

（省略） 

1.1.14 火山防護に関する基本方針 

（省略） 

1.1.15 外部火災防護に関する基本方針 

（省略） 

1.2 （省略） 

1.2.1 ～ 1.2.2  （省略） 

第1.2-1表  （省略） 

第1.2-2表(1) ～ (2)  （省略） 

１．安全設計 

Ⅰ．ＳＴＡＣＹ施設の安全設計 

（変更なし） 

1.1  安全設計の方針 

1.1.1 ～ 1.1.11  （変更なし） 

（削る） 

1.1.12 耐津波に関する基本方針 

（変更なし） 

1.1.13 火山防護に関する基本方針 

（変更なし） 

1.1.14 外部火災防護に関する基本方針 

（変更なし） 

1.2 （変更なし） 

1.2.1 ～ 1.2.2  （変更なし） 

第1.2-1表  （変更なし） 

第1.2-2表(1) ～ (2)  （変更なし） 

試験研究の用に供する原

子炉等の設置、運転等に

関する規則の改正に伴う

記載の削除 

項番号の繰り上げ 

項番号の繰り上げ 

項番号の繰り上げ 



変更前 変更後 変更理由 
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第1.2-2表(3) ＳＴＡＣＹ施設の安全上の機能別重要度分類 

分 類 定 義 安全機能 構築物、系統及び機器 備 考 

ク 

ラ 

ス 

３ 

Ｍ

Ｓ

－

３ 

１）運転時の異

常な過渡変

化があって

もＭＳ－１、

ＭＳ－２と

あいまって、

事象を緩和

する構築物、

系統及び機

器 

原子炉の未臨界維

持 

排水系（クラス２以外） 

ダンプ槽 
 

２）異常状態へ

の対応上必

要な構築物、

系統及び機

器 

放射性物質の閉じ

込め、遮蔽及び放出

低減 

実験棟Ａ、Ｂ 

炉室（Ｓ）、炉下室（Ｓ） 

換気空調設備 

気体廃棄物処理設備 

槽ベント設備Ｂ 

槽ベント設備Ｄ 

排気筒 

炉室フード 

 

事故時のプラント

状態の把握、緊急時

対策上重要なもの 

作業環境モニタリング設備 

排気筒モニタリング設備 

通信連絡設備、消火設備、 

避難通路、非常用照明 

 

 

 

 

 

 

制御室外安全停止 安全スイッチ  

安全上重要な関連

機能 

非常用発電機 

無停電電源装置 
 

 

1.3 耐震設計方針 

1.3.1 基本方針 

 ＳＴＡＣＹ施設の耐震設計は、「試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準

に関する規則」（平成25年12月６日 原子力規制委員会規則第21号）及び「試験研究の用に供す

る原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（平成25年11月27日 原規研発第

1311271号 原子力規制委員会決定。以下「許可基準規則解釈」という。）の基本的考え方を参考

にして、以下の方針を満足するよう設計することを基本とする。ただし、溶液系ＳＴＡＣＹから

ＳＴＡＣＹへの更新に当たり、継続使用する設備機器に関しては、以下の方針に適合しているこ

とを確認する。 

(1) ～ (4) （省略） 

 

1.3.2 ～ 1.3.5 （省略） 

 

 

 

 

第1.2-2表(3) ＳＴＡＣＹ施設の安全上の機能別重要度分類 

分 類 定 義 安全機能 構築物、系統及び機器 備 考 

ク 

ラ 

ス 

３ 

Ｍ

Ｓ

－

３ 

１）運転時の異

常な過渡変

化があって

もＭＳ－１、

ＭＳ－２と

あいまって、

事象を緩和

する構築物、

系統及び機

器 

原子炉の未臨界維

持 

排水系（クラス２以外） 

ダンプ槽 
 

２）異常状態へ

の対応上必

要な構築物、

系統及び機

器 

放射性物質の閉じ

込め、遮蔽及び放出

低減 

実験棟Ａ、Ｂ 

炉室（Ｓ）、炉下室（Ｓ） 

換気空調設備 

気体廃棄物処理設備 

槽ベント設備Ｂ 

槽ベント設備Ｄ 

排気筒 

炉室フード 

 

事故時のプラント

状態の把握、緊急時

対策上重要なもの 

作業環境モニタリング設備 

排気筒モニタリング設備 

通信連絡設備、消火設備＊３、

避難通路、非常用照明 

＊３ クラス２の

構築物、系統及び

機器（ただし、炉

心 タ ン ク を 除

く。）の設置場所

に限る。 

制御室外安全停止 安全スイッチ  

安全上重要な関連

機能 

非常用発電機 

無停電電源装置 
 

 

1.3 耐震設計方針 

1.3.1 基本方針 

 ＳＴＡＣＹ施設の耐震設計は、「試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準

に関する規則」（平成25年原子力規制委員会規則第21号）及び「試験研究の用に供する原子炉

等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（平成30年１月24日 原規技発第1801246

号 原子力規制委員会決定。以下「許可基準規則解釈」という。）の基本的考え方を参考にして、

以下の方針を満足するよう設計することを基本とする。ただし、溶液系ＳＴＡＣＹからＳＴＡ

ＣＹへの更新に当たり、継続使用する設備機器に関しては、以下の方針に適合していることを

確認する。 

(1) ～ (4) （変更なし） 

 

1.3.2 ～ 1.3.5 （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

許可基準規則解釈の改正

に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



変更前 変更後 変更理由 
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第1.3-1表(1) ＳＴＡＣＹ施設の耐震重要度分類 

耐 

震 

ク

ラ

ス 

ク ラ ス 別 

設 備 

設 備 等 名 称 当 該 設

備 を 支

持 す る

建物・構

築物 

支持機

能を確

認する

地震動 

備 考 
主 要 設 備※１ 

ｸﾗ

ｽ 

支援設

備※２ 

ｸﾗ

ｽ 

Ｂ ＳＴＡＣＹの

緊急停止のた

めに急激に負

の反応度を添

加するための

設備、及びＳＴ

ＡＣＹの停止

状態を維持す

るための設備 

計測制御系統施設 

（安全板駆動装置、

急速排水弁、低速給

水吐出弁、低速流量

調整弁、低速給水バ

イパス弁） 

Ｂ 安全保

護回路 

Ｂ 炉 室 

炉 下 室 

ＳＢ
※３  

計測制御系統施設 

（最大給水制限スイ

ッチ、給水停止スイ

ッチ、排水開始スイ

ッチ、安全保護系の

核計装設備）炉心タ

ンク格子板フレー

ム、格子板実験設備

（実験用装荷物＊） 

 

Ｂ － － 炉 室 

 

ＳＢ
※３ ＊炉心タンク

内又は炉心上

方に固定する

もの 

放射性廃棄物

以外の放射性

物質に関連し

た設備で、その

破損により、公

衆及び従事者

に過大な放射

線被ばくを与

える可能性の

ある設備 

核燃料物質貯蔵設

備 

（Ｐｕ保管ピット

本 体 ） 

 

Ｂ － － 実 験 棟

Ａ 

ＳＢ
※３  

※１ 当該機能に直接的に関連する系統・設備。 

※２ 当該機能に間接的に関連し、主要設備の支援的役割を持つもの。 

※３ 地上部分では「建築基準法施行令」より求まる層せん断力係数に係数1.5を、地下部分で

は水平震度に係数1.5を乗じて得られる静的地震力。 

 

第1.3-1表(2) （省略） 

 

1.4 臨界安全設計方針 

1.4.1 概要 

（省略） 

 

 

第1.3-1表(1) ＳＴＡＣＹ施設の耐震重要度分類 

耐 

震 

ク

ラ

ス 

ク ラ ス 別 

設 備 

設 備 等 名 称 当 該 設

備 を 支

持 す る

建物・構

築物 

支持機

能を確

認する

地震動 

備 考 
主 要 設 備※１ 

ｸﾗ

ｽ 

支援設

備※２ 

ｸﾗ

ｽ 

Ｂ ＳＴＡＣＹの

緊急停止のた

めに急激に負

の反応度を添

加するための

設備、及びＳＴ

ＡＣＹの停止

状態を維持す

るための設備 

計測制御系統施設 

（安全板駆動装置、

急速排水弁、低速給

水吐出弁、低速流量

調整弁、低速給水バ

イパス弁） 

Ｂ 安全保

護回路 

Ｂ 炉 室 

炉 下 室 

ＳＢ
※３  

計測制御系統施設 

（最大給水制限スイ

ッチ＊１、給水停止ス

イッチ＊１、排水開始

スイッチ＊１、安全保

護系の核計装設備）

炉心タンク格子板フ

レーム、格子板実験

設備（実験用装荷物＊

２） 

Ｂ － － 炉 室 

 

ＳＢ
※３ ＊１駆動軸を

除く。 

＊２炉心タン

ク内又は炉心

上方に固定す

るもの。 

放射性廃棄物

以外の放射性

物質に関連し

た設備で、その

破損により、公

衆及び従事者

に過大な放射

線被ばくを与

える可能性の

ある設備 

核燃料物質貯蔵設

備 

（Ｐｕ保管ピット

本 体 ） 

 

Ｂ － － 実 験 棟

Ａ 

ＳＢ
※３  

※１ 当該機能に直接的に関連する系統・設備。 

※２ 当該機能に間接的に関連し、主要設備の支援的役割を持つもの。 

※３ 地上部分では「建築基準法施行令」より求まる層せん断力係数に係数1.5を、地下部分で

は水平震度に係数1.5を乗じて得られる静的地震力。 

 

第1.3-1表(2) （変更なし） 

 

1.4 臨界安全設計方針 

1.4.1 概要 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の明確化 
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1.4.2 単一ユニットの臨界管理 

 臨界管理を考える場合に対象となる燃料取扱上の１つの単位である単一ユニットの臨界管理

は、次の方針による設計とする。 

(1) 臨界管理方法の適用の方針は、次のとおりとする。 

1) ウランを含む溶液を取り扱う機器及びプルトニウムを含む溶液を取り扱う計画であった

機器は、それぞれ取り扱う核燃料物質の種類、化学的性状に応じた全濃度の形状寸法管理を

適用する。ただし、ポンプ等の機器には、全濃度の体積管理を適用する。また、必要に応じ

て、中性子吸収材を使用する。 

2) 少量のプルトニウム、ウランを含む溶液を取り扱う機器は、Ｐｕ－水系の質量管理を適用

する。 

3) 棒状燃料及びウラン黒鉛混合燃料の貯蔵は、配列を定めて形状寸法管理を適用する。また、

必要に応じて、中性子吸収材を使用する。 

4) 粉末及びペレット状の燃料は、貯蔵時は配列を定めて形状寸法管理を適用し、取扱い時に

は質量管理を適用する。 

(2) 形状寸法管理、体積管理及び質量管理における臨界安全制限値は、第1.4-1表に記載の値を

用いるものとする。 

(3) 第1.4-1表の臨界安全制限値を適用しない単一ユニットについては、信頼度の高いことを実

証された計算コードを用いて臨界解析を行い、安全性を確認する。 

 計算条件は、技術的見地からみて生じ得る範囲で最も厳しい条件を設定する。未臨界の判定

は、体系の中性子実効増倍率が0.95以下になるものとする。（３） 

(4) 臨界安全制限値の設定及び臨界解析に際して、プルトニウム同位体組成及び２３５Ｕ濃縮度

は、実際に取り扱うものより安全側になる次の値とする。 

 プルトニウム同位体組成   ２３９Ｐｕ： 100wt％ 

 ２３５Ｕ濃縮度               13wt％ 

（ただし、棒状燃料貯蔵設備に貯蔵する棒状燃料の２３５Ｕ濃縮度は６wt％、棒状燃料貯蔵設備

Ⅱに貯蔵する棒状燃料の２３５Ｕ濃縮度は11wt％、ウラン酸化物のペレット状の燃料の２３５Ｕ

濃縮度は1.6wt％、コンパクト型ウラン黒鉛混合燃料の２３５Ｕ濃縮度は７wt％、ディスク型ウ

ラン黒鉛混合燃料の２３５Ｕ濃縮度は22wt％とする。） 

 

 

 

 

 

1.4.3 （省略） 

 

1.4.4 単一故障等の考慮 

起因事象として単一故障又は単一誤操作を想定しても臨界とならない設計とする。さらに、起

因事象として想定した単一故障又は単一誤操作に加えて、臨界事故防止対策として設けられた動

的機器の単一故障又は単一誤操作を想定しても臨界とならない対策を講じる設計とする。 

また、形状寸法管理を適用する機器で耐震Ｂクラス又はＣクラスの機器においては、機器が変

形等することがあっても臨界とならない対策（中性子吸収材の使用等）を講じる設計とする。 

 

第1.4-1表 （省略） 

 

1.5 （省略） 

 

1.4.2 単一ユニットの臨界管理 

 臨界管理を考える場合に対象となる燃料取扱上の１つの単位である単一ユニットの臨界管理

は、次の方針による設計とする。 

(1) 臨界管理方法の適用の方針は、次のとおりとする。 

1) ウランを含む溶液を取り扱う機器及びプルトニウムを含む溶液を取り扱う計画であった

機器は、それぞれ取り扱う核燃料物質の種類、化学的性状に応じた全濃度の形状寸法管理を

適用する。ただし、ポンプ等の機器には、全濃度の体積管理を適用する。また、必要に応じ

て、中性子吸収材を使用する。 

2) 少量のプルトニウム、ウランを含む溶液を取り扱う機器は、Ｐｕ－水系の質量管理を適用

する。 

3) 棒状燃料、ウラン黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の貯蔵は、配列を定めて形状寸法管理

を適用する。また、必要に応じて、中性子吸収材を使用する。 

4) 粉末及びペレット状の燃料は、貯蔵時は配列を定めて形状寸法管理を適用し、取扱い時に

は質量管理を適用する。 

(2) 形状寸法管理、体積管理及び質量管理における臨界安全制限値は、第1.4-1表に記載の値を

用いるものとする。 

(3) 第1.4-1表の臨界安全制限値を適用しない単一ユニットについては、信頼度の高いことを実

証された計算コードを用いて臨界解析を行い、安全性を確認する。 

 計算条件は、技術的見地からみて生じ得る範囲で最も厳しい条件を設定する。未臨界の判定

は、体系の中性子実効増倍率が0.95以下になるものとする。（３） 

(4) 臨界安全制限値の設定及び臨界解析に際して、プルトニウム同位体組成及び２３５Ｕ濃縮度

は、実際に取り扱うものより安全側になる次の値とする。 

 プルトニウム同位体組成   ２３９Ｐｕ： 100wt％ 

 ２３５Ｕ濃縮度               13wt％ 

（ただし、棒状燃料貯蔵設備に貯蔵する棒状燃料の２３５Ｕ濃縮度は６wt％、棒状燃料貯蔵設備

Ⅱに貯蔵する棒状燃料の２３５Ｕ濃縮度は11wt％、ウラン酸化物のペレット状の燃料の２３５Ｕ

濃縮度は1.6wt％、コンパクト型ウラン黒鉛混合燃料の２３５Ｕ濃縮度は７wt％、ディスク型

ウラン黒鉛混合燃料の２３５Ｕ濃縮度は22wt％、使用済棒状燃料の酸化ウラン燃料の２３５Ｕ濃

縮度は3.4wt％とする。） 

使用済棒状燃料のウラン・プルトニウム混合酸化物燃料については、プルトニウム富化度を

５wt％とし、酸化トリウム燃料については、核分裂性核種を含まないため、ウラン・プルトニ

ウム混合酸化物燃料として計算する。 

 

1.4.3 （変更なし） 

 

1.4.4 単一故障等の考慮 

起因事象として単一故障又は単一誤操作を想定しても臨界とならない設計とする。さらに、起

因事象として想定した単一故障又は単一誤操作に加えて、臨界事故防止対策として設けられた動

的機器の単一故障又は単一誤操作を想定しても臨界とならない対策を講じる設計とする。 

また、形状寸法管理を適用する機器で耐震Ｂクラス又はＣクラスの機器においては、機器が水

没し変形することがあっても臨界とならない対策（中性子吸収材の使用等）を講じる設計とする。 

 

第1.4-1表 （変更なし） 

 

1.5 （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設の使用済棒状燃料貯

蔵設備の記載の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設の使用済棒状燃料貯

蔵設備の記載の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の明確化 

 

 

 

 

 

 



変更前 変更後 変更理由 
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1.6 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成25年12月18日施行）

への適合 

原子炉施設は、「試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下

「許可基準規則」という。）に適合するように設計する。各条文に対する適合のための設計方針は次の

とおりである。 

 

第一条 ～ 第二条 （省略） 

 

第三条 

適合のための設計方針 （省略） 

以下の設備は、第三条に適合する設計となっている。 

① 建物・構築物〔２．施設・設備の配置〕 

 

第四条 

適合のための設計方針 （省略） 

以下の各設備は、第四条に適合する設計となっている。 

① 建物・構築物〔２．施設・設備の配置〕 

② 原子炉本体（燃料体のうち継続使用する棒状燃料）〔３．原子炉及び炉心〕 

③ 核燃料物質貯蔵設備（棒状燃料貯蔵設備Ⅱを除く。）〔４．核燃料物質貯蔵設備〕 

④ 計測制御系統施設（核計装設備、制御室）〔５．計測制御系統施設〕 

⑤ 実験設備（実験用装荷物を除く。）〔６．実験設備〕 

⑥ 放射性廃棄物廃棄施設〔７．放射性廃棄物廃棄施設〕 

⑦ 放射線管理施設〔８．放射線管理施設〕 

⑧ 換気空調設備〔９．換気空調設備〕 

⑨ 補助施設〔10．補助施設〕 

 

以下の設備は、第四条に適合するよう設計する。 

① 原子炉本体（炉心タンク、継続使用する棒状燃料以外の燃料体）〔３．原子炉及び炉

心〕 

② 核燃料物質貯蔵設備（棒状燃料貯蔵設備Ⅱ）〔４．核燃料物質貯蔵設備〕 

③ 計測制御系統施設（核計装設備及び制御室を除く。）〔３．原子炉及び炉心、５．計

測制御系統施設〕 

④ 実験設備（実験用装荷物）〔６．実験設備〕 

 

第五条 

適合のための設計方針 （省略） 

以下の設備は、第五条に適合する設計となっている。 

① 建物・構築物〔２．施設・設備の配置〕 

 

第六条 

適合のための設計方針 （省略） 

以下の設備は、第六条に適合する設計となっている。 

① 建物・構築物〔２．施設・設備の配置〕 

② 計測制御系統施設（核計装設備、制御室）〔５．計測制御系統施設〕 

③ 電気設備〔10．補助施設〕 

 

1.6 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則への適合 

 

原子炉施設は、「試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下

「許可基準規則」という。）に適合するように設計する。各条文に対する適合のための設計方針は次の

とおりである。 

 

第一条 ～ 第二条 （変更なし） 

 

第三条 

適合のための設計方針 （変更なし） 

以下の設備は、第三条に適合する設計とする。 

① 建物・構築物〔２．施設・設備の配置〕 

 

第四条 

適合のための設計方針 （変更なし） 

以下の各設備は、第四条に適合する設計とする。 

① 建物・構築物〔２．施設・設備の配置〕 

② 原子炉本体（炉心タンク、燃料体）〔３．原子炉及び炉心〕 

③ 核燃料物質貯蔵設備〔４．核燃料物質貯蔵設備〕 

④ 計測制御系統施設〔３．原子炉及び炉心、５．計測制御系統施設〕 

⑤ 実験設備〔６．実験設備〕 

⑥ 放射性廃棄物廃棄施設〔７．放射性廃棄物廃棄施設〕 

⑦ 放射線管理施設〔８．放射線管理施設〕 

⑧ 換気空調設備〔９．換気空調設備〕 

⑨ 補助施設〔10．補助施設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五条 

適合のための設計方針 （変更なし） 

以下の設備は、第五条に適合する設計とする。 

① 建物・構築物〔２．施設・設備の配置〕 

 

第六条 

適合のための設計方針 （変更なし） 

以下の設備は、第六条に適合する設計とする。 

① 建物・構築物〔２．施設・設備の配置〕 

② 計測制御系統施設〔３．原子炉及び炉心、５．計測制御系統施設〕 

③ 電気設備〔10．補助施設〕 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 
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以下の設備は、第六条に適合するよう設計する。 

① 計測制御系統施設（核計装設備及び制御室を除く。）〔３．原子炉及び炉心、５．計

測制御系統施設〕 

 

第七条 

適合のための設計方針 （省略） 

以下の設備は、第七条に適合する設計となっている。 

① 建物・構築物〔２．施設・設備の配置〕 

② 計測制御系統施設（核計装設備）〔５．計測制御系統施設〕 

 

以下の設備は、第七条に適合するよう設計する。 

① 計測制御系統施設（プロセス計装設備、反応度制御回路）〔５．計測制御系統施設〕 

 

第八条 

適合のための設計方針 （省略） 

原子炉施設の各設備はもとより特に以下の設備は、第八条に適合する設計となっている。 

① 建物・構築物〔２．施設、設備の配置〕 

② 核燃料物質貯蔵設備（棒状燃料貯蔵設備Ⅱを除く。）〔４．核燃料物質貯蔵設備〕 

③ 計測制御系統施設（核計装設備、制御室）〔５．計測制御系統施設〕 

 

④ 放射性廃棄物廃棄施設（液体廃棄物廃棄設備）〔７．放射性廃棄物廃棄施設〕 

⑤ 補助施設（消火設備、電源設備）〔10．補助施設〕 

 

原子炉施設の各設備はもとより特に以下の設備は、第八条に適合するよう設計する。 

① 計測制御系統施設（プロセス計装設備）〔５．計測制御系統施設〕 

 

第九条 

適合のための設計方針 （省略） 

原子炉施設の各設備はもとより特に以下の設備は、第九条に適合する設計となっている。 

① 核燃料物質貯蔵設備（溶液燃料貯蔵設備）〔４．核燃料物質貯蔵設備〕 

② 計測制御系統施設（核計装設備、制御室）〔５．計測制御系統施設〕 

③ 放射性廃棄物廃棄施設（液体廃棄物廃棄設備）〔７．放射性廃棄物廃棄施設〕 

 

原子炉施設の各設備はもとより特に以下の設備は、第九条に適合するよう設計する。 

① 計測制御系統施設（核計装設備、制御室を除く。）〔５．計測制御系統施設〕 

 

第十条 

適合のための設計方針 （省略） 

原子炉施設の各設備はもとより特に以下の設備は、第十条に適合する設計となっている。 

① 原子炉本体（燃料体のうち継続使用する棒状燃料）〔３．原子炉及び炉心〕 

 

原子炉施設の各設備はもとより特に以下の設備は、第十条に適合するよう設計する。 

① 原子炉本体（燃料体のうち継続使用する棒状燃料を除く。）〔３．原子炉及び炉心〕 

② 計測制御系統施設（反応度制御回路、制御室）〔５．計測制御系統施設〕 

 

 

 

 

 

 

第七条 

 適合のための設計方針 （変更なし） 

以下の設備は、第七条に適合する設計とする。 

① 建物・構築物〔２．施設・設備の配置〕 

② 計測制御系統施設（核計装設備、プロセス計装設備、反応度制御回路）〔５．計測制

御系統施設〕 

 

 

 

第八条 

適合のための設計方針 （変更なし） 

原子炉施設の各設備はもとより特に以下の設備は、第八条に適合する設計とする。 

① 建物・構築物〔２．施設、設備の配置〕 

② 核燃料物質貯蔵設備〔４．核燃料物質貯蔵設備〕 

③ 計測制御系統施設（核計装設備、制御室、プロセス計装設備）〔５．計測制御系統施

設〕 

④ 放射性廃棄物廃棄施設（液体廃棄物廃棄設備）〔７．放射性廃棄物廃棄施設〕 

⑤ 補助施設（消火設備、電源設備）〔10．補助施設〕 

 

 

 

 

第九条 

適合のための設計方針 （変更なし） 

原子炉施設の各設備はもとより特に以下の設備は、第九条に適合する設計とする。 

① 核燃料物質貯蔵設備（溶液燃料貯蔵設備）〔４．核燃料物質貯蔵設備〕 

② 計測制御系統施設〔５．計測制御系統施設〕 

③ 放射性廃棄物廃棄施設（液体廃棄物廃棄設備）〔７．放射性廃棄物廃棄施設〕 

 

 

 

 

第十条 

適合のための設計方針 （変更なし） 

原子炉施設の各設備はもとより特に以下の設備は、第十条に適合する設計とする。 

① 原子炉本体（燃料体）〔３．原子炉及び炉心〕 

② 計測制御系統施設（反応度制御回路、制御室）〔５．計測制御系統施設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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第十一条 

適合のための設計方針 （省略） 

以下の設備は、第十一条に適合する設計となっている。 

① 建物・構築物〔２．施設・設備の配置〕 

② 補助施設（非常用照明設備）〔10．補助施設〕 

 

第十二条 

適合のための設計方針 

第１項について （省略） 

第２項について （省略） 

以下の設備は、第十二条第１項及び第２項に適合する設計となっている。 

① 建物・構築物〔２．施設・設備の配置〕 

② 原子炉本体（燃料体のうち継続使用する棒状燃料）〔３．原子炉及び炉心〕 

③ 核燃料物質貯蔵設備（棒状燃料貯蔵設備Ⅱを除く。）〔４．核燃料物質貯蔵設備〕 

④ 計測制御系統施設（核計装設備、制御室）〔５．計測制御系統施設〕 

⑤ 実験設備（実験用装荷物を除く。）〔６．実験設備〕 

⑥ 放射性廃棄物廃棄施設〔７．放射性廃棄物廃棄施設〕 

⑦ 放射線管理施設〔８．放射線管理施設〕 

⑧ 換気空調設備〔９．換気空調設備〕 

⑨ 補助施設〔10．補助施設〕 

 

以下の設備は、第十二条第１項及び第２項に適合するよう設計する。 

① 原子炉本体（炉心タンク、燃料体のうち継続使用する棒状燃料を除く。）〔３．原子

炉及び炉心〕 

② 核燃料物質貯蔵設備（棒状燃料貯蔵設備Ⅱ）〔４．核燃料物質貯蔵設備〕 

③ 計測制御系統施設（核計装設備及び制御室を除く。）〔３．原子炉及び炉心、５．計

測制御系統施設〕 

④ 実験設備（実験用装荷物）〔６．実験設備〕 

 

第３項について （省略） 

以下の設備は、第十二条第３項に適合する設計となっている。 

① 建物・構築物〔２．施設・設備の配置〕 

② 原子炉本体（燃料体）〔３．原子炉及び炉心〕 

③ 核燃料物質貯蔵設備（棒状燃料貯蔵設備Ⅱを除く。）〔４．核燃料物質貯蔵設備〕 

④ 計測制御系統施設（核計装設備、制御室）〔５．計測制御系統施設〕 

⑤ 実験設備（実験用装荷物を除く。）〔６．実験設備〕 

⑥ 放射性廃棄物廃棄施設〔７．放射性廃棄物廃棄施設〕 

⑦ 放射線管理施設〔８．放射線管理施設〕 

⑧ 換気空調設備〔９．換気空調設備〕 

⑨ 補助施設 〔10．補助施設〕 

 

以下の設備は、第十二条第３項に適合するよう設計する。 

① 原子炉本体（炉心タンク、継続使用する棒状燃料以外の燃料体）〔３．原子炉及び炉

心〕 

② 核燃料物質貯蔵設備（棒状燃料貯蔵設備Ⅱ）〔４．核燃料物質貯蔵設備〕 

③ 計測制御系統施設（核計装設備及び制御室を除く。）〔３．原子炉及び炉心、５．計

第十一条 

適合のための設計方針 （変更なし） 

以下の設備は、第十一条に適合する設計とする。 

① 建物・構築物〔２．施設・設備の配置〕 

② 補助施設（非常用照明設備）〔10．補助施設〕 

 

第十二条 

適合のための設計方針 

第１項について （変更なし） 

第２項について （変更なし） 

以下の設備は、第十二条第１項及び第２項に適合する設計とする。 

① 建物・構築物〔２．施設・設備の配置〕 

② 原子炉本体（炉心タンク、燃料体）〔３．原子炉及び炉心〕 

③ 核燃料物質貯蔵設備〔４．核燃料物質貯蔵設備〕 

④ 計測制御系統施設〔３．原子炉及び炉心、５．計測制御系統施設〕 

⑤ 実験設備〔６．実験設備〕 

⑥ 放射性廃棄物廃棄施設〔７．放射性廃棄物廃棄施設〕 

⑦ 放射線管理施設〔８．放射線管理施設〕 

⑧ 換気空調設備〔９．換気空調設備〕 

⑨ 補助施設〔10．補助施設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３項について （変更なし） 

以下の設備は、第十二条第３項に適合する設計とする。 

① 建物・構築物〔２．施設・設備の配置〕 

② 原子炉本体（燃料体）〔３．原子炉及び炉心〕 

③ 核燃料物質貯蔵設備〔４．核燃料物質貯蔵設備〕 

④ 計測制御系統施設〔３．原子炉及び炉心、５．計測制御系統施設〕 

⑤ 実験設備〔６．実験設備〕 

⑥ 放射性廃棄物廃棄施設〔７．放射性廃棄物廃棄施設〕 

⑦ 放射線管理施設〔８．放射線管理施設〕 

⑧ 換気空調設備〔９．換気空調設備〕 

⑨ 補助施設 〔10．補助施設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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測制御系統施設〕 

④ 実験設備（実験用装荷物）〔６．実験設備〕 

 

第４項について （省略） 

以下の設備は、第十二条第４項に適合する設計となっている。 

 

① 核燃料物質貯蔵設備（棒状燃料貯蔵設備Ⅱを除く。）〔４．核燃料物質貯蔵設備〕 

② 計測制御系統施設（核計装設備）〔５．計測制御系統施設〕 

 

③ 実験設備（パルス中性子発生装置）〔６．実験設備〕 

④ 放射性廃棄物廃棄施設（気体廃棄物廃棄施設）〔７．放射性廃棄物廃棄施設〕 

⑤ 換気空調設備〔９．換気空調設備〕 

⑥ 補助施設（非常用電源設備）〔10．補助施設〕 

 

以下の設備は、第十二条第４項に適合するよう設計する。 

① 原子炉本体（炉心タンク）〔３．原子炉及び炉心〕 

② 核燃料物質貯蔵設備（棒状燃料貯蔵設備Ⅱ）〔４．核燃料物質貯蔵設備〕 

③ 計測制御系統施設（プロセス計装設備、安全保護回路）〔５．計測制御系統施設〕 

④ 実験設備（実験用装荷物）〔６．実験設備〕 

 

第５項について （省略） 

以下の設備は、第十二条第５項に適合する設計となっている。 

① 補助施設（非常用発電機）〔10．補助施設〕 

 

第６項について （省略） 

以下の設備は、第十二条第６項に適合する設計となっている。 

① 建物・構築物〔２．施設・設備の配置〕 

② 放射性廃棄物廃棄施設（ＴＲＡＣＹ施設と共用する設備に限る。）〔７．放射性廃棄

物廃棄施設〕 

③ 放射線管理施設〔８．放射線管理施設〕 

④ 換気空調設備〔９．換気空調設備〕 

⑤ 補助施設〔10．補助施設〕 

 

第十三条 （省略） 

 

第十四条 

適合のための設計方針 （省略） 

以下の設備は、第十四条に適合する設計となっている。 

① 計測制御系統施設（核計装設備）〔５．計測制御系統施設〕 

 

 

以下の設備は、第十四条に適合するよう設計する。 

① 計測制御系統施設（制御設備、プロセス計装設備、安全保護回路）〔３．原子炉及び

炉心、５．計測制御系統施設〕 

 

 

 

 

 

第４項について （変更なし） 

以下の設備は、第十二条第４項に適合する設計とする。 

① 原子炉本体（炉心タンク）〔３．原子炉及び炉心〕 

② 核燃料物質貯蔵設備〔４．核燃料物質貯蔵設備〕 

③ 計測制御系統施設（核計装設備、プロセス計装設備、安全保護回路）〔５．計測制御

系統施設〕 

④ 実験設備（パルス中性子発生装置、実験用装荷物）〔６．実験設備〕 

⑤ 放射性廃棄物廃棄施設（気体廃棄物廃棄施設）〔７．放射性廃棄物廃棄施設〕 

⑥ 換気空調設備〔９．換気空調設備〕 

⑦ 補助施設（非常用電源設備）〔10．補助施設〕 

 

 

 

 

 

 

 

第５項について （変更なし） 

以下の設備は、第十二条第５項に適合する設計とする。 

① 補助施設（非常用発電機）〔10．補助施設〕 

 

第６項について （変更なし） 

以下の設備は、第十二条第６項に適合する設計とする。 

① 建物・構築物〔２．施設・設備の配置〕 

② 放射性廃棄物廃棄施設（ＴＲＡＣＹ施設と共用する設備に限る。）〔７．放射性廃棄

物廃棄施設〕 

③ 放射線管理施設〔８．放射線管理施設〕 

④ 換気空調設備〔９．換気空調設備〕 

⑤ 補助施設〔10．補助施設〕 

 

第十三条 （変更なし） 

 

第十四条 

 適合のための設計方針（変更なし） 

以下の設備は、第十四条に適合する設計とする。 

① 計測制御系統施設（核計装設備、制御設備、プロセス計装設備、安全保護回路）〔３．

原子炉及び炉心、５．計測制御系統施設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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第十五条 

適合のための設計方針 

第１項及び第２項について （省略） 

以下の設備は、第十五条第１項及び第２項に適合する設計となっている。 

 

① 計測制御系統施設（核計装設備）〔５．計測制御系統施設〕 

 

 

以下の設備は、第十五条第１項及び第２項に適合するよう設計する。 

① 原子炉本体（炉心）〔３．原子炉及び炉心〕 

② 計測制御系統施設（制御設備、プロセス計装設備、安全保護回路）〔３．原子炉及び

炉心、５．計測制御系統施設〕 

 

第３項及び第４項について （省略） 

以下の設備は、第十五条第３項及び第４項に適合する設計となっている。 

 

① 計測制御系統施設（核計装設備）〔５．計測制御系統施設〕 

 

 

以下の設備は、第十五条第３項及び第４項に適合するよう設計する。 

① 原子炉本体（炉心）〔３．原子炉及び炉心〕 

② 計測制御系統施設（制御設備、プロセス計装設備、安全保護回路、インターロック、

警報回路）〔３．原子炉及び炉心、５．計測制御系統施設〕 

 

第５項について （省略） 

以下の設備は、第十五条第５項に適合する設計となっている。 

① 原子炉本体（燃料体のうち継続使用する棒状燃料）〔３．原子炉及び炉心〕 

 

以下の設備は、第十五条第５項に適合するよう設計する。 

① 原子炉本体（継続使用する棒状燃料以外の燃料体）〔３．原子炉及び炉心〕 

 

第十六条 

適合のための設計方針 

第１項について （省略） 

第２項について （省略） 

以下の設備は、第十六条第１項及び第２項に適合するよう設計する。 

① 核燃料物質貯蔵設備〔４．核燃料物質貯蔵設備〕 

 

第３項について 

（１）ＳＴＡＣＹ施設は、原子炉運転に供する燃料及び貯蔵管理のみを行う燃料に関し、ウラン燃料につ

いては、燃料に蓄積される核分裂生成物が僅少であって放射線量が低く、その取扱いに当たって遮蔽

を必要としない。また、貯蔵管理のみを行うプルトニウム燃料については、輸送容器と同等の密封性

能を有する収納容器にて貯蔵し、その取扱いに当たっても開封することはないことから、燃料漏えい

及び放射線量の異常が生じるおそれはない。燃料取扱場所で想定される異常事象はウラン燃料の被覆

管破損等による放射性物質の室内放出であり、その異常に対し放射線量が事象前後で大きく上昇せ

ず、検知することができない。このため、「放射線量の異常を検知し、警報を発する設備」を要しな

第十五条 

適合のための設計方針 

第１項及び第２項について （変更なし） 

以下の設備は、第十五条第１項及び第２項に適合する設計とする。 

① 原子炉本体（炉心）〔３．原子炉及び炉心〕 

② 計測制御系統施設（核計装設備、制御設備、プロセス計装設備、安全保護回路）〔３．

原子炉及び炉心、５．計測制御系統施設〕 

 

 

 

 

 

 

第３項及び第４項について （変更なし） 

以下の設備は、第十五条第３項及び第４項に適合する設計とする。 

① 原子炉本体（炉心）〔３．原子炉及び炉心〕 

② 計測制御系統施設（核計装設備、制御設備、プロセス計装設備、安全保護回路、イ

ンターロック、警報回路）〔３．原子炉及び炉心、５．計測制御系統施設〕 

 

 

 

 

 

 

第５項について （変更なし） 

以下の設備は、第十五条第５項に適合する設計とする。 

① 原子炉本体（燃料体）〔３．原子炉及び炉心〕 

 

 

 

 

第十六条 

適合のための設計方針 

第１項について （変更なし） 

第２項について （変更なし） 

以下の設備は、第十六条第１項及び第２項に適合する設計とする。 

① 核燃料物質貯蔵設備〔４．核燃料物質貯蔵設備〕 

 

第３項について 

（１）ＳＴＡＣＹ施設は、原子炉運転に供する燃料及び貯蔵管理のみを行う燃料に関し、棒状燃料、溶液

燃料、ウラン酸化物燃料、使用済ウラン黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料については、燃料に蓄積さ

れる核分裂生成物が僅少であって放射線量が低く、その取扱いに当たって遮蔽を必要としない。また、

貯蔵管理のみを行うウラン・プルトニウム混合酸化物燃料（粉末状）については、輸送容器と同等の

密封性能を有する収納容器にて貯蔵し、その取扱いに当たっても開封することはないことから、燃料

漏えい及び放射線量の異常が生じるおそれはない。燃料取扱場所で想定される異常事象は棒状燃料、

溶液燃料、ウラン酸化物燃料、使用済ウラン黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の被覆管破損等による

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

新設の使用済棒状燃料貯

蔵設備の記載の追加 

 

記載の明確化 

 

新設の使用済棒状燃料貯

蔵設備の記載の追加 
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い。なお、設計基準を超える臨界事故については、許可基準規則第二十六条（監視設備）に基づく作

業環境モニタリング設備により検知可能である。 

 

 

また、ＳＴＡＣＹ施設では、崩壊熱を除去する機能を必要としないため、温度の異常を検知する設

備を要しない。 

 

第十七条 

適合のための設計方針 （省略） 

以下の設備は、第十七条に適合する設計となっている。 

 

① 計測制御系統施設（核計装設備、プロセス計装設備のうち放射線線量率計）〔５．計

測制御系統施設〕 

 

以下の設備は、第十七条に適合するよう設計する。 

① 原子炉本体（炉心）〔３．原子炉及び炉心〕 

② 計測制御系統施設（放射線線量率計以外のプロセス計装設備）〔５．計測制御系統施

設〕 

 

第十八条 

適合のための設計方針 （省略） 

以下の設備は、第十八条に適合する設計となっている。 

① 計測制御系統施設（核計装設備）〔５．計測制御系統施設〕 

 

 

以下の設備は、第十八条に適合するよう設計する。 

① 計測制御系統施設（プロセス計装設備、安全保護回路）〔５．計測制御系統施設〕 

 

第十九条 

適合のための設計方針 （省略） 

以下の設備は、第十九条に適合するよう設計する。 

① 計測制御系統施設（制御設備）〔３．原子炉及び炉心〕 

 

第二十条 

適合のための設計方針 （省略） 

以下の設備は、第二十条に適合するよう設計する。 

① 原子炉本体（炉心）〔３．原子炉及び炉心〕 

② 計測制御系統施設（反応度制御設備）〔３．原子炉及び炉心〕 

 

第二十一条 

適合のための設計方針 （省略） 

以下の設備は、第二十一条に適合する設計となっている。 

① 建物・構築物〔２．施設・設備の配置〕 

② 計測制御系統施設（制御室）〔５．計測制御系統施設〕 

 

以下の設備は、第二十一条に適合するよう設計する。 

放射性物質の室内放出であり、その異常に対し放射線量が事象前後で大きく上昇せず、検知すること

ができない。このため、「放射線量の異常を検知し、警報を発する設備」を要しない。なお、設計基

準を超える臨界事故については、許可基準規則第二十六条（監視設備）に基づく作業環境モニタリン

グ設備により検知可能である。 

また、ＳＴＡＣＹ施設では、崩壊熱を除去する機能を必要としないため、温度の異常を検知する設

備を要しない。 

 

第十七条 

 適合のための設計方針（変更なし） 

以下の設備は、第十七条に適合する設計とする。 

① 原子炉本体（炉心）〔３．原子炉及び炉心〕 

② 計測制御系統施設（核計装設備、プロセス計装設備）〔５．計測制御系統施設〕 

 

 

 

 

 

 

 

第十八条 

 適合のための設計方針（変更なし） 

以下の設備は、第十八条に適合する設計とする。 

① 計測制御系統施設（核計装設備、プロセス計装設備、安全保護回路）〔５．計測制御

系統施設〕 

 

 

 

 

第十九条 

 適合のための設計方針（変更なし） 

以下の設備は、第十九条に適合する設計とする。 

① 計測制御系統施設（制御設備）〔３．原子炉及び炉心〕 

 

第二十条 

 適合のための設計方針（変更なし） 

以下の設備は、第二十条に適合する設計とする。 

① 原子炉本体（炉心）〔３．原子炉及び炉心〕 

② 計測制御系統施設（反応度制御設備）〔３．原子炉及び炉心〕 

 

第二十一条 

 適合のための設計方針（変更なし） 

以下の設備は、第二十一条に適合する設計とする。 

① 建物・構築物〔２．施設・設備の配置〕 

② 計測制御系統施設（制御室、監視操作設備）〔５．計測制御系統施設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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① 計測制御系統施設（監視操作設備）〔５．計測制御系統施設〕 

 

第二十二条 

適合のための設計方針 （省略） 

以下の設備は、第二十二条に適合する設計となっている。 

① 放射性廃棄物廃棄施設〔７．放射性廃棄物廃棄施設〕 

 

第二十三条 

適合のための設計方針 （省略） 

以下の設備は、第二十三条に適合する設計となっている。 

① 放射性廃棄物廃棄施設（液体廃棄物廃棄設備、固体廃棄物廃棄設備）〔７．放射性廃

棄物廃棄施設〕 

 

第二十四条 

適合のための設計方針 （省略） 

以下の設備は、第二十四条に適合する設計となっている。 

① 建物・構築物〔２．施設・設備の配置〕 

② 放射線管理施設（遮蔽設備）〔８．放射線管理施設〕 

 

第二十五条 

適合のための設計方針 

第１項について （省略） 

原子炉施設の各設備はもとより特に以下の設備は、第二十五条第１項に適合する設計とな

っている。 

① 建物・構築物〔２．施設・設備の配置〕 

② 核燃料物質貯蔵設備（棒状燃料貯蔵設備Ⅱを除く。）〔４．核燃料物質貯蔵設備〕 

③ 計測制御系統施設（制御室）〔５．計測制御系統施設〕 

④ 実験設備（実験用装荷物を除く。）〔６．実験設備〕 

⑤ 放射性廃棄物廃棄施設〔７．放射性廃棄物廃棄施設〕 

⑥ 放射線管理施設（遮蔽設備）〔８．放射線管理施設〕 

⑦ 換気空調設備〔９．換気空調設備〕 

 

原子炉施設の各設備はもとより特に以下の設備は、第二十五条第１項に適合するよう設計

する。 

① 核燃料物質貯蔵設備（棒状燃料貯蔵設備Ⅱ）〔４．核燃料物質貯蔵設備〕 

② 実験設備（実験用装荷物）〔６．実験設備〕 

 

第２項について （省略） 

第３項について （省略） 

以下の設備は、第二十五条第２項及び第３項に適合する設計となっている。 

① 計測制御系統施設（制御室、プロセス計装設備のうち放射線線量率計）〔５．計測制

御系統施設〕 

② 放射線管理施設（放射線管理設備）〔８．放射線管理施設〕 

 

第二十六条 

適合のための設計方針 （省略） 

 

 

第二十二条 

 適合のための設計方針（変更なし） 

以下の設備は、第二十二条に適合する設計とする。 

① 放射性廃棄物廃棄施設〔７．放射性廃棄物廃棄施設〕 

 

第二十三条 

 適合のための設計方針（変更なし） 

以下の設備は、第二十三条に適合する設計とする。 

① 放射性廃棄物廃棄施設（液体廃棄物廃棄設備、固体廃棄物廃棄設備）〔７．放射性廃

棄物廃棄施設〕 

 

第二十四条 

 適合のための設計方針（変更なし） 

以下の設備は、第二十四条に適合する設計とする。 

① 建物・構築物〔２．施設・設備の配置〕 

② 放射線管理施設（遮蔽設備）〔８．放射線管理施設〕 

 

第二十五条 

適合のための設計方針 

第１項について （変更なし） 

原子炉施設の各設備はもとより特に以下の設備は、第二十五条第１項に適合する設計とす

る。 

① 建物・構築物〔２．施設・設備の配置〕 

② 核燃料物質貯蔵設備〔４．核燃料物質貯蔵設備〕 

③ 計測制御系統施設（制御室）〔５．計測制御系統施設〕 

④ 実験設備〔６．実験設備〕 

⑤ 放射性廃棄物廃棄施設〔７．放射性廃棄物廃棄施設〕 

⑥ 放射線管理施設（遮蔽設備）〔８．放射線管理施設〕 

⑦ 換気空調設備〔９．換気空調設備〕 

 

 

 

 

 

 

第２項について （変更なし） 

第３項について （変更なし） 

以下の設備は、第二十五条第２項及び第３項に適合する設計とする。 

① 計測制御系統施設（制御室、プロセス計装設備のうち放射線線量率計）〔５．計測制

御系統施設〕 

② 放射線管理施設（放射線管理設備）〔８．放射線管理施設〕 

 

第二十六条 

 適合のための設計方針（変更なし） 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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以下の設備は、第二十六条に適合する設計となっている。 

① 計測制御系統施設（制御室）〔５．計測制御系統施設〕 

② 放射線管理施設（放射線管理設備）〔８．放射線管理施設〕 

 

第二十七条 

適合のための設計方針 （省略） 

以下の設備は、第二十七条に適合する設計となっている。 

① 建物・構築物〔２．施設・設備の配置〕 

② 換気空調設備〔９．換気空調設備〕 

 

第二十八条 

適合のための設計方針 （省略） 

以下の設備は、第二十八条に適合する設計となっている。 

① 補助施設（電源設備）〔10．補助施設〕 

 

第二十九条 

適合のための設計方針 （省略） 

以下の設備は、第二十九条に適合する設計となっている。 

① 主要な実験設備（実験用装荷物を除く。）〔６．実験設備〕 

 

以下の設備は、第二十九条に適合するよう設計する。 

①  主要な実験設備（実験用装荷物）〔６．実験設備〕 

 

第三十条 

適合のための設計方針 （省略） 

以下の設備は、第三十条に適合する設計となっている。 

① 計測制御系統施設（制御室）〔５．計測制御系統施設〕 

② 補助施設（通信連絡設備）〔10．補助施設〕 

 

 

 

 

以下の設備は、第二十六条に適合する設計とする。 

① 計測制御系統施設（制御室）〔５．計測制御系統施設〕 

② 放射線管理施設（放射線管理設備）〔８．放射線管理施設〕 

 

第二十七条 

 適合のための設計方針（変更なし） 

以下の設備は、第二十七条に適合する設計とする。 

① 建物・構築物〔２．施設・設備の配置〕 

② 換気空調設備〔９．換気空調設備〕 

 

第二十八条 

 適合のための設計方針（変更なし） 

以下の設備は、第二十八条に適合する設計とする。 

① 補助施設（電源設備）〔10．補助施設〕 

 

第二十九条 

 適合のための設計方針（変更なし） 

以下の設備は、第二十九条に適合する設計とする。 

① 主要な実験設備〔６．実験設備〕 

 

 

 

 

第三十条 

 適合のための設計方針（変更なし） 

以下の設備は、第三十条に適合する設計とする。 

① 計測制御系統施設（制御室）〔５．計測制御系統施設〕 

② 補助施設（通信連絡設備）〔10．補助施設〕 

 

なお、使用済棒状燃料貯蔵設備は上記の許可基準規則への適合方針に基づくとともに、使用済棒状

燃料貯蔵設備に対する許可基準規則への適合方針を下記に詳述する。 

 

第四条（地震による損傷の防止）第１項及び第２項 

・使用済棒状燃料貯蔵設備は耐震重要度のＣクラスに分類し、それに応じた耐震性を有する

設計とする。 

第八条（火災による損傷の防止）第１項 

・火災の発生を防止するため、使用済棒状燃料貯蔵設備の主要材料は鋼材（炭素鋼等）を用

いる。 

第十二条（安全施設）第１項、第３項及び第４項 

・使用済棒状燃料貯蔵設備の安全機能重要度分類をＰＳ－３に分類し、それに応じて安全機

能を確保する設計とする。 

・ＳＴＡＣＹ施設の通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時においても、

使用済棒状燃料貯蔵設備が設置されているＵ保管室内の環境条件に影響はなく、常温・常

圧である。使用済棒状燃料貯蔵設備は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計

基準事故時において予想される全ての環境条件（常温・常圧の環境条件）に対して耐震重

要度のＣクラスに応じた耐震性を有し、その機能（放射性物質の貯蔵機能）を発揮するこ

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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とができるよう鋼材を用いた設計とする。 

・使用済棒状燃料貯蔵設備は、外側からの外観検査及び蓋の開放による内側からの外観検査

が可能な設計とする。 

第十三条（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止）第２項 

・使用済棒状燃料の全数破損による公衆の被ばく線量の評価結果は約2.8×10－１０mSvであ

り、ＳＴＡＣＹ施設において想定される設計基準事故（①運転直後の棒状燃料20本の落下

等による破損、②溶液燃料800kgＵの漏えい）による公衆の被ばく線量（①約3.1×10－４mSv、

②約6.1×10－４mSv）の評価結果に包含される。 

第十六条（燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設）第１項、第２項 

・使用済棒状燃料の取扱いは、比較的線量の高い酸化トリウム燃料も含めて作業員の手作業

で行うため、取扱施設を必要としない。 

・ＴＣＡ施設から引き渡される使用済棒状燃料は、酸化ウラン燃料として1723本（最大2092kg

Ｕ）、ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料として104本（最大１kgPu及び37kgＵ）、酸化

トリウム燃料として30本（最大40kgTh）である。使用済棒状燃料貯蔵設備は貯蔵管理に必

要な容量（9基、256本/基）を有する設計とする。また、想定されるいかなる場合でも臨

界に達するおそれがない設計とする。 

・使用済棒状燃料に蓄積される核分裂生成物は僅少であって放射線量が低く、その取扱いに

当たって遮蔽を必要としない。使用済棒状燃料による放射線量は次のとおりである。 

使用済棒状燃料はＴＣＡ施設において貯蔵中、６か月間に１回、作業台を用いて手作業

により、使用済棒状燃料の貯蔵場所の異常の有無、使用済棒状燃料貯蔵設備の異常の有無、

使用済棒状燃料の数量、使用済棒状燃料の保管状況を確認している。作業台上における作

業場所の線量率は最大でも約30μSv／ｈである。全ての使用済棒状燃料の確認に要する時

間は、１回当たり１時間から２時間（作業台上での作業は１時間程度）であり、その際の

作業者の被ばく量は10μSv程度である。ＳＴＡＣＹ施設での貯蔵においても同様の管理を

行うため、作業員の被ばく量についても同等となる。なお、ＳＴＡＣＹ施設での作業にお

いては鉛エプロン等を着用する。また、使用済棒状燃料のうちＭＯＸ燃料のＡｍ-241はＰ

ｕ-241（半減期約14年）の壊変で増加するため、Ａｍ-241からの低エネルギーγ線（約

0.06MeV）は今後も増加する傾向にある。しかし、燃料受入後約44年が経過した2020年時

点でＰｕ-241の約88％が壊変しているため、Ａｍ-241による2020年以降の線量率増加は約

12％程度にとどまり、全体の線量率に大きな影響を与えることはない。 

・使用済棒状燃料貯蔵設備は崩壊熱を除去する機能を必要としない。使用済棒状燃料に蓄積

される核分裂生成物の放射能量及び崩壊熱は以下のとおりである。 

使用済棒状燃料の全量が、これまでのＴＣＡにおける全ての運転（総積算出力約14kW・

h）でＴＣＡの炉心に装荷されていたものとした保守的な条件で、使用済棒状燃料中に残

存する核分裂生成物の放射能量をORIGEN-Sにより評価し、それらによる崩壊熱の影響につ

いて評価した結果、使用済棒状燃料の温度の上昇は放熱を考慮しない場合でも１か月で約

0.5℃である。このため、崩壊熱を除去する機能を必要としない。 

使用済棒状燃料全量中の核分裂生成物の崩壊による放射線のエネルギーが、全て熱エネ

ルギーとして１kgのアルミニウム製被覆管に吸収されたと仮定した場合の温度の上昇率

は次式により表される。 

ＴＸ＝ＡＸ・ＥＸ・1.602・10-１９／ＣＡｌ・2678400 

ここで、 

ＴＸ  ：温度の上昇率（℃／１か月） 

１か月＝2678400（秒） 

ＡＸ  ：核種Ｘの放射能量（Bq） 

ＥＸ  ：核種Ｘの１壊変当たりの放出エネルギー（eV）（下表参照） 

記載の明確化のため、使

用済棒状燃料貯蔵設備の

適合性の詳述 
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１eV＝1.602・10-１９ （J） 

ＣＡｌ  ：アルミニウム製被覆管の比熱（896 J／（kg・K）） 

 

表 使用済棒状燃料中に残存する核分裂生成物※１、２ 

No. 核種 
放射能量 

(MBq) 

エネルギー 

(MeV) 

放出割合 

(%) 

温度上昇率 

（℃/月） 

1 85Kr 
26.7 

0.514 （γ線） 0.43 2.83×10-５ 

2 85Kr 0.687 （β線） 99.57 8.75×10-３ 

3 90Sr 244 0.546 （β線） 100 6.38×10-２ 

4 90Y 244 2.279 （β線） 99.99 2.66×10-１ 

5 106Ru 21.1 0.0394（β線） 100 3.98×10-４ 

6 106Rh  

21.1 

2.03  （β線） 1.5 3.08×10-４ 

7 106Rh  2.46  （β線） 9.7 2.41×10-３ 

8 106Rh  3.08  （β線） 8.4 2.61×10-３ 

9 106Rh  3.54  （β線） 79.3 2.84×10-２ 

10 106Rh  0.512 （γ線） 19.0 9.83×10-４ 

11 106Rh  0.616 （γ線） 0.82 5.10×10-５ 

12 106Rh  0.622 （γ線） 9.79 6.15×10-４ 

13 106Rh  0.874 （γ線） 0.45 3.97×10-５ 

14 106Rh  1.051 （γ線） 1.6 1.70×10-４ 

15 106Rh  1.128 （γ線） 0.42 4.79×10-５ 

16 106Rh  1.562 （γ線） 0.17 2.68×10-５ 

17 137Cs 
275 

0.511 （β線） 94.6 6.37×10-２ 

18 137Cs 1.173 （β線） 5.4 8.34×10-３ 

19 137mBa 275 0.662 （γ線） 89.9 7.84×10-２ 

合計 0.525 
90Sr-90Y、106Ru-106Rh、137Cs-137mBaは放射平衡の状態にあるものとする。 

※１ アイソトープ手帳第11版、社団法人 日本アイソトープ協会 (2011) 

※２ 放射線データブック 地人書館 (1982) 

 

第二十五条（放射線からの放射線業務従事者の防護）第１項 

・放射線業務従事者が立入る場所の立入頻度、滞在時間及び機器の配置を考慮し、Ｕ保管室

の遮蔽設計区分をⅣとし立入制限を行う。また、Ｕ保管室は、放射線に対して適切な遮蔽

能力を有する鉄筋コンクリート造の遮蔽壁が設けられている。 
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（別紙１） 

地震及び地震に伴って発生するおそれがある津波による 

安全機能の喪失を想定した場合の影響 

 

（省略） 

１． （省略） 

 

２．溶液系ＳＴＡＣＹ施設において安全機能を喪失した場合の影響 

（１） （省略） 

 

（２）地震に伴って発生するおそれがある津波に対する考慮 

 津波浸水により、貯槽から漏えいした溶液燃料が施設外へ流出した場合においても、海水に

より十分に希釈されるため、過度の放射線被ばくを及ぼすおそれはない。 

 その他、核燃料物質貯蔵設備には、固体燃料（ウラン酸化物燃料及びウラン黒鉛混合燃料）

が貯蔵されているが、ＳＴＡＣＹ施設の建家は鉄筋コンクリート造の堅固な構造であり、津波

が浸水した場合においても、当該固体燃料が施設外へ流出するおそれはない。また、固体燃料

の貯蔵設備に対しては、形状寸法管理に加えて、中性子吸収材を併用することにより、想定さ

れるいかなる場合においても未臨界が確保される。 

 

（３） （省略） 

 

３． （省略） 

 

（別紙２） （省略） 

 

Ⅱ．ＴＲＡＣＹ施設の安全設計 （省略） 

 

２．～ ３． （省略） 

 

４．核燃料物質貯蔵設備 

4.1 概要 

 核燃料物質貯蔵設備は、ＳＴＡＣＹで使用する棒状燃料及び溶液系ＳＴＡＣＹで使用した溶液

燃料、並びにＴＲＡＣＹで使用した溶液燃料の貯蔵等を安全かつ確実に行うものである。ＳＴＡ

ＣＹ施設においては、溶液燃料の調製に係る取扱いは行わず、溶液燃料の貯蔵等を行う。また、

核燃料物質貯蔵設備は、溶液系ＳＴＡＣＹで使用する計画であったウラン・プルトニウム混合酸

化物の粉末状の燃料及びウラン酸化物のペレット状の燃料、並びにＶＨＴＲＣ施設から引き渡さ

れたコンパクト型及びディスク型ウラン黒鉛混合燃料の貯蔵等も安全かつ確実に行うものであ

る。 

 核燃料物質貯蔵設備は、原子炉運転に供する燃料の貯蔵設備として棒状燃料貯蔵設備、棒状燃

料貯蔵設備Ⅱ、貯蔵管理のみを行う燃料の貯蔵設備として溶液燃料貯蔵設備、粉末燃料貯蔵設備、

ウラン酸化物燃料貯蔵設備及び使用済ウラン黒鉛混合燃料貯蔵設備で構成する。 

 

（その１）原子炉運転に供する燃料の取扱い及び貯蔵 

 ＳＴＡＣＹで使用する棒状燃料は、炉室（Ｓ）内の棒状燃料貯蔵設備及び棒状燃料貯蔵設備

Ⅱに貯蔵し、実験計画に応じてＳＴＡＣＹの炉心タンク内に手作業で装荷する。 

 

（別紙１） 

地震及び地震に伴って発生するおそれがある津波による 

安全機能の喪失を想定した場合の影響 

 

（変更なし） 

１． （変更なし） 

 

２．溶液系ＳＴＡＣＹ施設において安全機能を喪失した場合の影響 

（１） （変更なし） 

 

（２）地震に伴って発生するおそれがある津波に対する考慮 

 津波浸水により、貯槽から漏えいした溶液燃料が施設外へ流出した場合においても、海水に

より十分に希釈されるため、過度の放射線被ばくを及ぼすおそれはない。 

 その他、核燃料物質貯蔵設備には、固体燃料（ウラン酸化物燃料、ウラン黒鉛混合燃料及び

使用済棒状燃料）が貯蔵されているが、ＳＴＡＣＹ施設の建家は鉄筋コンクリート造の堅固な

構造であり、津波が浸水した場合においても、当該固体燃料が施設外へ流出するおそれはない。

また、固体燃料の貯蔵設備に対しては、形状寸法管理に加えて、中性子吸収材を併用すること

により、想定されるいかなる場合においても未臨界が確保される。 

 

（３） （変更なし） 

 

３． （変更なし） 

 

（別紙２） （変更なし） 

 

Ⅱ．ＴＲＡＣＹ施設の安全設計 （変更なし） 

 

２．～ ３． （変更なし） 

 

４．核燃料物質貯蔵設備 

4.1 概要 

 核燃料物質貯蔵設備は、ＳＴＡＣＹで使用する棒状燃料及び溶液系ＳＴＡＣＹで使用した溶液

燃料、並びにＴＲＡＣＹで使用した溶液燃料の貯蔵等を安全かつ確実に行うものである。ＳＴＡ

ＣＹ施設においては、溶液燃料の調製に係る取扱いは行わず、溶液燃料の貯蔵等を行う。また、

核燃料物質貯蔵設備は、溶液系ＳＴＡＣＹで使用する計画であったウラン・プルトニウム混合酸

化物の粉末状の燃料及びウラン酸化物のペレット状の燃料、ＶＨＴＲＣ施設から引き渡されたコ

ンパクト型及びディスク型ウラン黒鉛混合燃料、並びにＴＣＡ施設から引き渡された使用済棒状

燃料の貯蔵等も安全かつ確実に行うものである。 

 核燃料物質貯蔵設備は、原子炉運転に供する燃料の貯蔵設備として棒状燃料貯蔵設備、棒状燃

料貯蔵設備Ⅱ、貯蔵管理のみを行う燃料の貯蔵設備として溶液燃料貯蔵設備、粉末燃料貯蔵設備、

ウラン酸化物燃料貯蔵設備、使用済ウラン黒鉛混合燃料貯蔵設備及び使用済棒状燃料貯蔵設備で

構成する。 

（その１）原子炉運転に供する燃料の取扱い及び貯蔵 

 ＳＴＡＣＹで使用する棒状燃料は、炉室（Ｓ）内の棒状燃料貯蔵設備及び棒状燃料貯蔵設備

Ⅱに貯蔵し、実験計画に応じてＳＴＡＣＹの炉心タンク内に手作業で装荷する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設の使用済棒状燃料貯

蔵設備の記載の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設の使用済棒状燃料貯

蔵設備の記載の追加 

 

 

新設の使用済棒状燃料貯

蔵設備の記載の追加 
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（その２）貯蔵管理のみを行う燃料の貯蔵 

 溶液系ＳＴＡＣＹ及びＴＲＡＣＹで使用した溶液燃料は、溶液燃料貯蔵設備で貯蔵する。 

 溶液系ＳＴＡＣＹ及びＴＲＡＣＹで使用する計画であったウラン酸化物のペレット状の燃

料は、Ｕ保管室内のウラン酸化物燃料貯蔵設備に貯蔵する。 

 溶液系ＳＴＡＣＹで使用する計画であったウラン・プルトニウム混合酸化物の粉末状の燃料

は、粉末燃料貯蔵設備のＰｕ保管ピットに貯蔵する。 

 以上の溶液系ＳＴＡＣＹ及びＴＲＡＣＹで使用した又は使用する計画であった燃料は、ＳＴ

ＡＣＹでは使用しない。なお、溶液系ＳＴＡＣＹで使用する計画であったウラン・プルトニウ

ム混合酸化物の粉末状の燃料については、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「機

構」という。）が行う高速実験炉「常陽」やニーズのある研究開発での利用を含め核燃料サイ

クルを技術的に確立するための高速炉サイクルの研究開発等に利用する計画であり、今後、そ

の計画については、政策の状況を踏まえて必要な改定を行った上で利用していく予定である。

その際、当該燃料を研究開発用として利用するためには機械的・化学的な処理が必要となる場

合もあることから、合理的・経済的観点も考慮し、全てのオプションについて検討する。 

 ＶＨＴＲＣ施設から引き渡された使用済燃料は、Ｕ保管室内の使用済ウラン黒鉛混合燃料貯

蔵設備に貯蔵する。なお、コンパクト型及びディスク型ウラン黒鉛混合燃料は、ＳＴＡＣＹで

は使用しない。 

 

 

 

4.2 核燃料物質貯蔵設備 

4.2.1 設計方針 

 核燃料物質貯蔵設備は、次の設計方針に従い設計する。 

（その１） （省略） 

 

（その２）貯蔵管理のみを行う燃料の貯蔵設備 

(1) 核燃料物質貯蔵設備は、溶液系ＳＴＡＣＹ及びＴＲＡＣＹで使用した溶液燃料、溶液系Ｓ

ＴＡＣＹで使用する計画であったウラン酸化物のペレット状の燃料及びウラン・プルトニウ

ム混合酸化物の粉末状の燃料、並びにＶＨＴＲＣ施設から引き渡されたコンパクト型及びデ

ィスク型ウラン黒鉛混合燃料を貯蔵できる容量を有する設計とする。 

 

(2) ～ (7) （省略） 

 

4.2.2 主要設備 

 核燃料物質貯蔵設備の主な機器の仕様を第4.2-1表(1)～(3)に示す。第4.2-1表(1)～(3)に記載

の寸法制限値は、臨界安全設計における寸法制限値（溶液燃料貯蔵設備については溶液部の値）

を示す。 

（その１）原子炉運転に供する燃料の貯蔵設備 

(1) ～ (4) （省略） 

(5) 核燃料物質貯蔵設備は、「1.4 臨界安全設計方針」に基づき、形状寸法管理及び体積管理

による臨界安全設計を行い、設備容量分の燃料を収納しても未臨界となる設計とする。 

 臨界解析で得られた中性子実効増倍率は次のとおりであり、判定基準の0.95以下である。

解析は、モンテカルロ計算コードＭＶＰ（１）及び評価済み核データＪＥＮＤＬ−3.2（２）又は

ＪＥＮＤＬ−3.3（３）を使用し、同一室内（炉室（Ｓ））に存在する、棒状燃料貯蔵設備と棒状

燃料貯蔵設備Ⅱの単体及びそれらを組み合わせた体系に対し、空気中水分率、反射条件等に

ついて想定し得る最も厳しい条件を設定して行った。 

（その２）貯蔵管理のみを行う燃料の貯蔵 

 溶液系ＳＴＡＣＹ及びＴＲＡＣＹで使用した溶液燃料は、溶液燃料貯蔵設備で貯蔵する。 

 溶液系ＳＴＡＣＹ及びＴＲＡＣＹで使用する計画であったウラン酸化物のペレット状の燃

料は、Ｕ保管室内のウラン酸化物燃料貯蔵設備に貯蔵する。 

 溶液系ＳＴＡＣＹで使用する計画であったウラン・プルトニウム混合酸化物の粉末状の燃料

は、粉末燃料貯蔵設備のＰｕ保管ピットに貯蔵する。 

 以上の溶液系ＳＴＡＣＹ及びＴＲＡＣＹで使用した又は使用する計画であった燃料は、ＳＴ

ＡＣＹでは使用しない。なお、溶液系ＳＴＡＣＹで使用する計画であったウラン・プルトニウ

ム混合酸化物の粉末状の燃料については、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「機

構」という。）が行う高速実験炉「常陽」やニーズのある研究開発での利用を含め核燃料サイ

クルを技術的に確立するための高速炉サイクルの研究開発等に利用する計画であり、今後、そ

の計画については、政策の状況を踏まえて必要な改定を行った上で利用していく予定である。

その際、当該燃料を研究開発用として利用するためには機械的・化学的な処理が必要となる場

合もあることから、合理的・経済的観点も考慮し、全てのオプションについて検討する。 

 ＶＨＴＲＣ施設から引き渡された使用済燃料は、Ｕ保管室内の使用済ウラン黒鉛混合燃料貯

蔵設備に貯蔵する。なお、コンパクト型及びディスク型ウラン黒鉛混合燃料は、ＳＴＡＣＹで

は使用しない。 

 ＴＣＡ施設から引き渡された使用済棒状燃料は、Ｕ保管室内の使用済棒状燃料貯蔵設備に貯

蔵する。なお、使用済棒状燃料は、ＳＴＡＣＹでは使用しない。 

 

4.2 核燃料物質貯蔵設備 

4.2.1 設計方針 

 核燃料物質貯蔵設備は、次の設計方針に従い設計する。 

（その１） （変更なし） 

 

（その２）貯蔵管理のみを行う燃料の貯蔵設備 

(1) 核燃料物質貯蔵設備は、溶液系ＳＴＡＣＹ及びＴＲＡＣＹで使用した溶液燃料、溶液系Ｓ

ＴＡＣＹで使用する計画であったウラン酸化物のペレット状の燃料及びウラン・プルトニウ

ム混合酸化物の粉末状の燃料、ＶＨＴＲＣ施設から引き渡されたコンパクト型及びディスク

型ウラン黒鉛混合燃料、並びにＴＣＡ施設から引き渡された使用済棒状燃料を貯蔵できる容

量を有する設計とする。 

(2) ～ (7) （変更なし） 

 

4.2.2 主要設備 

 核燃料物質貯蔵設備の主な機器の仕様を第4.2-1表(1)～(3)に示す。第4.2-1表(1)～(3)に記載

の寸法制限値は、臨界安全設計における寸法制限値（溶液燃料貯蔵設備については溶液部の値）

を示す。 

（その１）原子炉運転に供する燃料の貯蔵設備 

(1) ～ (4) （変更なし） 

(5) 核燃料物質貯蔵設備は、「1.4 臨界安全設計方針」に基づき、形状寸法管理及び体積管理

による臨界安全設計を行い、設備容量分の燃料を収納しても未臨界となる設計とする。 

 臨界解析で得られた中性子実効増倍率は次のとおりであり、判定基準の0.95以下である。

解析は、モンテカルロ計算コードＭＶＰ（１）及び評価済み核データＪＥＮＤＬ−3.2（２）又は

ＪＥＮＤＬ−3.3（３）を使用し、同一室内（炉室（Ｓ））に存在する、棒状燃料貯蔵設備と棒状

燃料貯蔵設備Ⅱの単体及びそれらを組み合わせた体系に対し、空気中水分率、反射条件等に

ついて想定し得る最も厳しい条件を設定して行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設の使用済棒状燃料貯

蔵設備の記載の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設の使用済棒状燃料貯

蔵設備の記載の追加 
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1) 棒状燃料貯蔵設備及び棒状燃料貯蔵設備Ⅱ  0.88以下 

 炉室（Ｓ）内に設置するため、ＳＴＡＣＹの炉心タンクから核的に隔離し、相互に影響を

及ぼさないよう配置する。また、設備の変形等により寸法制限値が満足されない場合に備え、

中性子吸収材を併用する（併用時の中性子実効増倍率0.90以下）。 

 

(6)  （省略） 

 

（その２）貯蔵管理のみを行う燃料の貯蔵設備 

(1) ～ (4) （省略） 

 

 

 

 

 

(5) 溶液燃料貯蔵設備は、溶液燃料等の漏えいを防止するため、オーステナイト系ステンレス

鋼等の耐食性材料を使用する設計とする。また、万一の溶液燃料等の漏えいに備え、溶液燃

料等を取り扱う機器を設置するグローブボックス及び貯槽室は、床面をドリップトレイと

し、漏えい検知器を設置するとともに、漏えいした溶液燃料等を予備槽に移送し除染処理で

きる設計とする。 

(6) 粉末燃料貯蔵設備は、適切な構造設計により、ウラン・プルトニウム混合酸化物の粉末状

の燃料を収納した容器が落下、転倒及び破損することのない設計とする。 

(7) 核燃料物質貯蔵設備は、「8.1 遮蔽設備」で述べるように、放射線防護のための適切な遮

蔽を設ける。 

(8) 核燃料物質貯蔵設備は、「1.4 臨界安全設計方針」に基づき、形状寸法管理及び体積管理

による臨界安全設計を行い、設備容量分の燃料を収納しても未臨界となる設計とする。 

 各設備の臨界解析で得られた中性子実効増倍率は次のとおりであり、いずれも判定基準の

0.95以下である。解析は、下記1)～2)については臨界安全性評価コードシステムＪＡＣＳ（４）

及びＭＧＣＬ137群ライブラリ（４）又は統合核計算コードシステムＳＲＡＣ（５）及びＪＥＮＤ

Ｌ−3.2を使用し、ウラン濃度、プルトニウム濃度、空気中水分率、反射条件等について想定

し得る最も厳しい条件を設定して行った。下記3)についてはモンテカルロ計算コードＭＶＰ

及びＪＥＮＤＬ−3.2を使用し、同一室内（Ｕ保管室）に存在する、ＳＴＡＣＹ施設のウラン

酸化物燃料貯蔵設備と使用済ウラン黒鉛混合燃料貯蔵設備の単体及びそれらを組み合わせ

た体系に対し、空気中水分率、反射条件等について想定し得る最も厳しい条件を設定して行

った。 

1) 溶液燃料貯蔵設備             0.95以下 

 溶液燃料貯蔵設備においては、設備の変形、溶液燃料の漏えい等により寸法制限値が満足

されない場合に備え、溶液燃料に可溶性中性子吸収材を添加する（併用時の中性子無限増倍

率0.95以下）。 

2) 粉末燃料貯蔵設備             0.80以下 

3) ウラン酸化物燃料貯蔵設備及び 

 使用済ウラン黒鉛混合燃料貯蔵設備      0.80以下 

 

 

 

 ウラン酸化物燃料貯蔵設備及び使用済ウラン黒鉛混合燃料貯蔵設備においては、設備の変

形等により寸法制限値が満足されない場合に備え、中性子吸収材を併用する（併用時の中性

1) 棒状燃料貯蔵設備及び棒状燃料貯蔵設備Ⅱ  0.88以下 

 炉室（Ｓ）内に設置するため、ＳＴＡＣＹの炉心タンクから核的に隔離し、相互に影響を

及ぼさないよう配置する。また、設備の変形等により寸法制限値が満足されない場合に備え、

中性子吸収材を併用する（設備が水没した場合における中性子吸収材併用時の中性子実効増

倍率は0.90以下）。 

(6)  （変更なし） 

 

（その２）貯蔵管理のみを行う燃料の貯蔵設備 

(1) ～ (4) （変更なし） 

(5) 使用済棒状燃料貯蔵設備は、使用済棒状燃料収納容器９基で構成する。そのうち８基は、

酸化ウラン燃料を貯蔵する収納容器で、最大2092kgＵ（２３５Ｕ濃縮度約0.7～3.2wt％）を貯

蔵する。残り１基はウラン・プルトニウム混合酸化物燃料及び酸化トリウム燃料を貯蔵する

収納容器で、最大１kgPu及び37kgＵ（２３５Ｕ濃縮度約0.7wt％）、並びに最大40kgThを貯蔵す

る。使用済棒状燃料貯蔵設備は、Ｕ保管室内に設置する。 

(6) 溶液燃料貯蔵設備は、溶液燃料等の漏えいを防止するため、オーステナイト系ステンレス

鋼等の耐食性材料を使用する設計とする。また、万一の溶液燃料等の漏えいに備え、溶液燃

料等を取り扱う機器を設置するグローブボックス及び貯槽室は、床面をドリップトレイと

し、漏えい検知器を設置するとともに、漏えいした溶液燃料等を予備槽に移送し除染処理で

きる設計とする。 

(7) 粉末燃料貯蔵設備は、適切な構造設計により、ウラン・プルトニウム混合酸化物の粉末状

の燃料を収納した容器が落下、転倒及び破損することのない設計とする。 

(8) 核燃料物質貯蔵設備は、「8.1 遮蔽設備」で述べるように、放射線防護のための適切な遮

蔽を設ける。 

(9) 核燃料物質貯蔵設備は、「1.4 臨界安全設計方針」に基づき、形状寸法管理及び体積管理

による臨界安全設計を行い、設備容量分の燃料を収納しても未臨界となる設計とする。 

 各設備の臨界解析で得られた中性子実効増倍率は次のとおりであり、いずれも判定基準の

0.95以下である。解析は、下記1)～2)については臨界安全性評価コードシステムＪＡＣＳ（４）

及びＭＧＣＬ137群ライブラリ（４）又は統合核計算コードシステムＳＲＡＣ（５）及びＪＥＮＤ

Ｌ−3.2を使用し、ウラン濃度、プルトニウム濃度、空気中水分率、反射条件等について想定

し得る最も厳しい条件を設定して行った。下記3)及び4)についてはモンテカルロ計算コード

ＭＶＰ及びＪＥＮＤＬ−3.2を使用し、同一室内（Ｕ保管室）に存在する、ＳＴＡＣＹ施設の

ウラン酸化物燃料貯蔵設備、使用済ウラン黒鉛混合燃料貯蔵設備及び使用済棒状燃料貯蔵設

備の単体並びにそれらを組み合わせた体系に対し、空気中水分率、反射条件等について想定

し得る最も厳しい条件を設定して行った。 

1) 溶液燃料貯蔵設備             0.95以下 

 溶液燃料貯蔵設備においては、設備の変形、溶液燃料の漏えい等により寸法制限値が満足

されない場合に備え、溶液燃料に可溶性中性子吸収材を添加する（併用時の中性子無限増倍

率0.95以下）。 

2) 粉末燃料貯蔵設備             0.80以下 

3) ウラン酸化物燃料貯蔵設備及び 

 使用済ウラン黒鉛混合燃料貯蔵設備      0.80以下 

4) ウラン酸化物燃料貯蔵設備、 

 使用済ウラン黒鉛混合燃料貯蔵設備及び 

 使用済棒状燃料貯蔵設備           0.95以下 

ウラン酸化物燃料貯蔵設備、使用済ウラン黒鉛混合燃料貯蔵設備及び使用済棒状燃料貯蔵

設備においては、設備の変形等により寸法制限値が満足されない場合に備え、中性子吸収材

 

 

 

記載の明確化 
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番号繰り下げ 

 

 

 

 

番号繰り下げ 

 

番号繰り下げ 

 

番号繰り下げ 
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新設の使用済棒状燃料貯

蔵設備の記載の追加 

 

新設の使用済棒状燃料貯

蔵設備の記載の追加 
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子実効増倍率0.72以下）。 

 

 さらに、次の対策により、起因事象として想定した単一故障又は単一誤操作に加えて、臨

界事故防止対策として設けられた動的機器の単一故障又は単一誤操作を想定しても臨界と

ならない設計とする。 

・溶液燃料貯蔵設備は、溶液燃料の移送中に、移送先の貯槽等の液位異常高のインターロ

ックにより給液を自動停止するとともにオフガス配管にポットを設け、溢流による臨界

事故を防止する設計とする。 

・グローブボックス及び各貯槽室は、最大容量の機器に収納する溶液燃料が全量漏えいし

たとしても臨界とならない液厚に制限できるよう、十分な広さを有する設計とする。ま

た、漏えい検知により給液を停止する。 

(9) 核燃料物質貯蔵設備は、安全上重要な機器の適切な定期的試験及び検査ができる設計とす

る。 

 

4.2.3 評価 

（その１） （省略） 

（その２）貯蔵管理のみを行う燃料の貯蔵設備 

(1) 核燃料物質貯蔵設備は、溶液系ＳＴＡＣＹ及びＴＲＡＣＹで使用した溶液燃料、溶液系Ｓ

ＴＡＣＹで使用する計画であったウラン酸化物のペレット状の燃料及びウラン・プルトニウ

ム混合酸化物の粉末状の燃料、並びにＶＨＴＲＣ施設から引き渡されたコンパクト型及びデ

ィスク型ウラン黒鉛混合燃料を全量貯蔵する能力を有する設計となっている。 

 

(2) ～ (7) （省略） 

  

4.3 参考文献 （省略） 

 

第4.2-1表(1)～(3) 核燃料物質貯蔵設備の主な機器仕様  

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を併用する（上記3)及び4)について、設備が水没した場合における中性子吸収材併用時の中

性子実効増倍率はそれぞれ0.72以下及び0.95以下）。 

 さらに、次の対策により、起因事象として想定した単一故障又は単一誤操作に加えて、臨

界事故防止対策として設けられた動的機器の単一故障又は単一誤操作を想定しても臨界と

ならない設計とする。 

・溶液燃料貯蔵設備は、溶液燃料の移送中に、移送先の貯槽等の液位異常高のインターロ

ックにより給液を自動停止するとともにオフガス配管にポットを設け、溢流による臨界

事故を防止する設計とする。 

・グローブボックス及び各貯槽室は、最大容量の機器に収納する溶液燃料が全量漏えいし

たとしても臨界とならない液厚に制限できるよう、十分な広さを有する設計とする。ま

た、漏えい検知により給液を停止する。 

(10) 核燃料物質貯蔵設備は、安全上重要な機器の適切な定期的試験及び検査ができる設計と

する。 

 

4.2.3 評価 

（その１） （変更なし） 

（その２）貯蔵管理のみを行う燃料の貯蔵設備 

(1) 核燃料物質貯蔵設備は、溶液系ＳＴＡＣＹ及びＴＲＡＣＹで使用した溶液燃料、溶液系Ｓ

ＴＡＣＹで使用する計画であったウラン酸化物のペレット状の燃料及びウラン・プルトニウ

ム混合酸化物の粉末状の燃料、ＶＨＴＲＣ施設から引き渡されたコンパクト型及びディスク

型ウラン黒鉛混合燃料、並びにＴＣＡ施設から引き渡された使用済棒状燃料を全量貯蔵する

能力を有する設計となっている。 

(2) ～ (7) （変更なし） 

 

4.3 参考文献 （変更なし） 

 

第4.2-1表(1)～(3) 核燃料物質貯蔵設備の主な機器仕様  

（変更なし） 

 

第 4.2-1 表(4) 核燃料物質貯蔵設備の主な機器仕様 

 

 (5) 使用済棒状燃料貯蔵設備（ＳＴＡＣＹ施設） 

 1) 使用済棒状燃料収納容器 

   型  式 正方格子配列角型容器 

   基  数 ９ 基 

酸化ウラン燃料用収納容器 ８基 

ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料及び酸化トリウム燃料用 

収納容器 １基 

   容  量 256 本／基 

   寸法制限値 ８×８格子配列（４ブロック）、格子間隔2.0cm以上、2.3cm以下 

 配列面間距離11.6cm以上 

ただし、設備の変形等により寸法制限値が満足されない場合に

備え、中性子吸収材（ボロン含有シート等）を併用する。 

   主要材料 鋼材 
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第4.2-1図 （省略） 

 

５．～ ７． （省略） 

 

８．放射線管理施設 （省略） 

第8.1-1表 （省略） 

第8.1-1図 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4.2-1図 （変更なし） 

 

５．～ ７． （変更なし） 

 

８．放射線管理施設 （変更なし） 

第8.1-1表 （変更なし） 

第8.1-1図 （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設の使用済棒状燃料貯

蔵設備の追加に伴う記載

の変更 

 

 

 

 

 

注）雲線枠は、変更箇所を

示すものであり、変更内容

に含まない。 
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第8.1-3図 ～第8.1-4図 （省略） 

 

９．～ 10. （省略） 

 

11．運転保守（ＳＴＡＣＹ施設、ＴＲＡＣＹ施設） 

11.1 （省略） 

 

11.2 組織及び職務 

 運転保守は、主として原子力科学研究所福島技術開発試験部が担当する。電気設備、換気空調

設備等の運転保守は、工務技術部が担当する。 

 運転保守に係る放射線管理及び環境放射能の管理は、放射線管理部が担当する。 

 放射性廃棄物のうち液体廃棄物及び固体廃棄物の一部の処理は、バックエンド技術部が担当す

る。本施設内に設けるα廃棄物の廃棄施設の管理は、福島技術開発試験部が担当する。 

 保安管理に関する業務は、保安管理部が担当する。 

 本施設の運転に関する保安の監督は、「原子炉等規制法」第40条の規定に基づいて選任する原子

炉主任技術者が担当する。 

 

11.3 （省略） 

 

11.4 燃料管理 

（その１） （省略） 

（その２）貯蔵管理のみを行う燃料 

 溶液系ＳＴＡＣＹ及びＴＲＡＣＹで使用した溶液燃料は、溶液貯蔵室の溶液燃料貯蔵設備で貯

蔵を行う。また、溶液燃料の点検等を行うため、燃取室のサンプリング装置にて試料を採取し、

その試料を分析室に運搬して性状確認等のための分析を行う。 

 溶液系ＳＴＡＣＹで使用する計画であったウラン酸化物のペレット状の燃料及びウラン・プル

トニウム混合酸化物の粉末状の燃料は、それぞれＵ保管室のウラン酸化物燃料貯蔵設備及びＰｕ

保管室の粉末燃料貯蔵設備に貯蔵する。また、同室内においてウラン酸化物燃料及びウラン・プ

ルトニウム混合酸化物燃料の点検等を行う。 

 ＶＨＴＲＣ施設から引き渡されたコンパクト型及びディスク型ウラン黒鉛混合燃料は、Ｕ保管

室の使用済ウラン黒鉛混合燃料貯蔵設備に貯蔵する。また、同室内において使用済ウラン黒鉛混

合燃料の点検等を行う。この燃料の取扱いに当たっては、臨界に達するおそれがないよう、１回

の取扱量を１収納区画単位に制限する。 

 

 

 

11.5 ～11.13 （省略） 

 

別１ ＳＴＡＣＹ施設 

３．（省略） 

 

５．計測制御系統施設 

5.1 ～5.6 （省略） 

第5.4-1表 ～第5.5-1表 （省略） 

第5.2-1図 ～第5.3-1図 （省略） 

 

第8.1-3図 ～第8.1-4図 （変更なし） 

 

９．～ 10. （変更なし） 

 

11．運転保守（ＳＴＡＣＹ施設、ＴＲＡＣＹ施設） 

11.1 （変更なし） 

 

11.2 組織及び職務 

 運転保守は、主として原子力科学研究所臨界ホット試験技術部が担当する。電気設備、換気空

調設備等の運転保守は、工務技術部が担当する。 

 運転保守に係る放射線管理及び環境放射能の管理は、放射線管理部が担当する。 

 放射性廃棄物のうち液体廃棄物及び固体廃棄物の一部の処理は、バックエンド技術部が担当す

る。本施設内に設けるα廃棄物の廃棄施設の管理は、臨界ホット試験技術部が担当する。 

 保安管理に関する業務は、保安管理部が担当する。 

 本施設の運転に関する保安の監督は、「原子炉等規制法」第40条の規定に基づいて選任する原子

炉主任技術者が担当する。 

 

11.3 （変更なし） 

 

11.4 燃料管理 

（その１） （変更なし） 

（その２）貯蔵管理のみを行う燃料 

 溶液系ＳＴＡＣＹ及びＴＲＡＣＹで使用した溶液燃料は、溶液貯蔵室の溶液燃料貯蔵設備で貯

蔵を行う。また、溶液燃料の点検等を行うため、燃取室のサンプリング装置にて試料を採取し、

その試料を分析室に運搬して性状確認等のための分析を行う。 

 溶液系ＳＴＡＣＹで使用する計画であったウラン酸化物のペレット状の燃料及びウラン・プル

トニウム混合酸化物の粉末状の燃料は、それぞれＵ保管室のウラン酸化物燃料貯蔵設備及びＰｕ

保管室の粉末燃料貯蔵設備に貯蔵する。また、同室内においてウラン酸化物燃料及びウラン・プ

ルトニウム混合酸化物燃料の点検等を行う。 

 ＶＨＴＲＣ施設から引き渡されたコンパクト型及びディスク型ウラン黒鉛混合燃料は、Ｕ保管

室の使用済ウラン黒鉛混合燃料貯蔵設備に貯蔵する。また、同室内において使用済ウラン黒鉛混

合燃料の点検等を行う。この燃料の取扱いに当たっては、臨界に達するおそれがないよう、１回

の取扱量を１収納区画単位に制限する。 

 ＴＣＡ施設から引き渡された使用済棒状燃料は、Ｕ保管室の使用済棒状燃料貯蔵設備に貯蔵す

る。また、同室内において使用済棒状燃料の点検等を行う。 

 

11.5 ～11.13 （変更なし） 

 

別１ ＳＴＡＣＹ施設 

３．（変更なし） 

 

５．計測制御系統施設 

5.1 ～5.6 （変更なし） 

第5.4-1表 ～第5.5-1表 （変更なし） 

第5.2-1図 ～第5.3-1図 （変更なし） 
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第5.4-1図 ～第5.5-1図 （省略） 

 

６．実験設備 （省略） 

 

別２ ＴＲＡＣＹ施設 （省略） 

 

 

 

第5.4-1図 ～第5.5-1図 （変更なし） 

 

６．実験設備 （変更なし） 

 

別２ ＴＲＡＣＹ施設 （変更なし） 
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別紙８ 

 

添付書類十一 変更後における試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質

管理に必要な体制の整備に関する説明書 

 

 

１．保安活動における品質管理に必要な体制 

 1.1. 原子力科学研究所 

原子力科学研究所の原子炉施設における保安管理組織を第 11.1 図及び第 11.2 図

に示す。 

原子力科学研究所の原子炉施設における保安活動は、「本文九 試験研究用等原子

炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」を踏ま

え、原子力科学研究所原子炉施設保安規定（以下「保安規定」という。）に基づき、

研究炉加速器技術部がＪＲＲ－３、ＪＲＲ－４及びＮＳＲＲの、バックエンド技術部

が放射性廃棄物処理場及びＪＲＲ－２の、臨界ホット試験技術部がＳＴＡＣＹ、ＴＲ

ＡＣＹ、ＴＣＡ及びＦＣＡの、工務技術部が各原子炉等の受変電設備、非常用電源設

備、気体廃棄設備、液体廃棄設備及び空気圧縮設備（ただし、ＪＲＲ－４、ＳＴＡＣ

Ｙ及びＴＲＡＣＹ並びに放射性廃棄物処理場の一部の設備を除く。）の、放射線管理

部が各原子炉等に係る放射線管理施設の、保安管理部が各原子炉等に係る通信連絡

設備のうち共用設備の管理を担当しており、それらに係る設計及び工事、運転及び保

守（ただし、通信連絡設備のうち共用設備については保守のみとする。）についても

各担当部において実施する。また、原子炉施設に関する保安活動、品質マネジメント

活動等の統括に関する業務は、保安管理部が担当する。 

これら保安管理組織に基づき、保安活動の計画、実施、評価及び継続的な改善を行

う。 

 

2．設計及び工事等に係る品質マネジメント活動 

 2.1. 原子力科学研究所 

(1) 品質マネジメント活動の確立と実施 

原子力科学研究所では、原子炉施設の安全性及び信頼性の確保を最優先事項と

位置付け、「本文九 試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理

に必要な体制の整備に関する事項」に整合するように策定した保安規定の品質マネ

ジメント計画及び「原子力科学研究所原子炉施設及び核燃料物質使用施設等品質

マネジメント計画書」（以下「品質マネジメント計画書」という。）に基づき、原子

炉施設の安全に係る品質マネジメントシステム（安全文化を育成及び維持するため

の活動を含む。）を確立し、文書化し、実施し、維持するとともに、その有効性に

ついて評価し、継続的に改善する。 
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(2) 品質マネジメント体制及び役割分担 

原子力科学研究所では、保安規定に基づく保安管理組織に従い、理事長をトップ

マネジメントとした品質マネジメント体制の下、以下のように品質マネジメント活

動を実施する。 

理事長は、原子炉施設の設計及び工事等に係る品質マネジメント活動のトップマ

ネジメントとして、品質マネジメント計画書に基づき責任及び権限を明確にして体

系的な活動を実施する。また、原子炉施設の設計及び工事等に係る品質マネジメン

ト活動を総理し、内部監査を実施するとともに、品質マネジメントシステムの有効

性と改善の必要性を評価するマネジメントレビューを実施して品質マネジメント活

動を継続的に改善する。 

管理責任者は、原子炉施設の設計及び工事等に係る品質マネジメント活動の品質

マネジメントシステムに必要なプロセスの確立、実施及び維持を確実にする。また、

その実施状況及び改善の必要性について理事長へ報告するとともに、業務に従事す

る要員に対して安全文化を育成及び維持すること、関係法令を遵守すること及び原

子力の安全を確保することの認識を高めることを確実にする。 

中央安全審査・品質保証委員会は、設計及び工事等の根拠となる原子炉の設置許

可並びにその変更に関する事項を審議する。 

所長は、原子力科学研究所における原子炉施設の設計及び工事等に係る品質マネ

ジメント活動を統括する。 

原子炉施設等安全審査委員会は、原子炉施設の設計及び工事等に係る安全性等

に関する事項を審議する。 

部長及び課長は、それぞれ所掌する業務に関してプロセスの確立、実施及び有効

性の継続的改善を行う。また、業務に従事する要員の原子炉施設に対する要求事項

についての認識を深めさせるとともに、成果を含む実施状況について評価する。さ

らに原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、健全な安全文化を育成し、維

持する取組を促進するとともに、関係法令を遵守する。 

原子炉等規制法に基づき事業者が行う使用前事業者検査及び定期事業者検査は、

中立性及び信頼性が損なわれないよう検査する要員の独立性を確保するため、検査

プロセスを管理する責任者の下に検査体制を整備し、適切な段階で実施する。 
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第11.1図 原子力科学研究所原子炉施設保安管理組織図（平成30年4月１日現在） 
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第11.2図 原子力科学研究所原子炉施設保安管理組織図（令和2年4月１日以降） 
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